
 
 
 

令和６年度 老人保健事業推進費等補助金 

老人保健健康増進等事業 
 
 
 
 
 
 
 

関係省庁の連携による中山間地域等における高齢者等の 

移動手段確保に向けた支援に関する調査研究事業 

【報告書】 

 

 

 

 

 

 

 

令和７（２０２５）年３月 

 

 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
  



 
 
 

＜目次＞ 

序章 事業の概要 ....................................................................... 1 

１.１ 事業の目的 .................................................................................................... 1 

１.２ 事業の内容 .................................................................................................... 1 

第 1 章 市町村アンケート調査結果 .............................................. 3 

１ 概要 ................................................................................................................... 3 

２ 集計結果 ............................................................................................................ 4 

(1) 総合事業を活用した移動支援の実施状況 ........................................................... 4 

(2) 総合事業を活用した移動支援の類型 ................................................................. 5 

(3) 総合事業を活用していない、その他の移動支援の取組 ........................................... 6 

(4) 他の省庁の補助事業等の活用の状況 ................................................................ 7 

第 2 章 伴走支援を行ったモデル市町の取組内容 ........................... 9 

１ 広島県三原市 ....................................................................................................... 9 

１.１ 地域の概要 .................................................................................................... 9 

１.２ 地域の移動支援に係る現状と課題 ..................................................................... 10 

１.３ 行動計画書 ................................................................................................... 11 

(1) 今年度の地域目標 ....................................................................................... 11 

(2) 地域の現状・問題認識、問題解決に向けた今年度の取組方針 ................................. 11 

(3) 目標達成に向けた具体的な行動..................................................................... 12 

１.４ 具体的な取組 ............................................................................................... 14 

(1) 制度設計に関わる行政、社会福祉協議会職員が、制度を理解する。 ......................... 14 

(2) 現行の移動支援の取組について、情報収集し、仕組みに必要な要件等を整理する。 ..... 14 

(3) 三原市訪問型サービス D 運営補助要綱（仮）を制定する。 .................................... 19 

(4) 地域の移動支援に関心がある人が、法律や制度を理解できるよう、学習の場を設ける。 20 

１.５ 取組の成果と今後の進め方 .............................................................................. 21 

(1) 取組の成果 ............................................................................................... 21 

(2) 来年度以降の課題と今後の進め方 ................................................................. 21 

２ 広島県神石高原町 .............................................................................................. 22 

２.１ 地域の概要 .................................................................................................. 22 

２.２ 地域の移動支援に係る現状と課題 ..................................................................... 23 

２.３ 行動計画書 ................................................................................................. 24 



 
 
 

(1) 今年度の地域目標 ...................................................................................... 24 

(2) 地域の現状・問題認識、問題解決に向けた今年度の取組方針 ................................ 24 

(3) 現状における地域住民の活動内容・意向など ..................................................... 25 

(4) 目標達成に向けた具体的な行動..................................................................... 26 

２.４ 具体的な取組 ............................................................................................... 29 

(1) モデル実施開始までの準備、役割分担の検討 .................................................... 29 

(2) 事業形態の再検討 ...................................................................................... 29 

(3) 法的・財源的な検証 .................................................................................... 34 

(4) 運転講習会、モデル候補説明会 ..................................................................... 35 

(5) モデル実施開始、効果検証 ........................................................................... 36 

(6) 本格実施に向けた準備 ................................................................................ 45 

２.５ 取組の成果と今後の進め方 ............................................................................. 45 

(1) 取組の成果 ............................................................................................... 45 

(2) 来年度以降の課題と今後の進め方 ................................................................. 47 

第 3 章 移動支援に活用できる他省庁の補助事業等に係る文献調査 . 48 

１ 中山間地域等直接支払・農村ＲＭＯ【農林水産省】........................................................ 48 

１.１ 農山漁村振興交付金 ...................................................................................... 48 

(1) 元気な地域創出モデル支援 ........................................................................... 50 

(2) 農村 RMO モデル形成支援 .......................................................................... 51 

１.２ 中山間地域等直接支払交付金 .......................................................................... 52 

(1) 集落機能強化加算 ...................................................................................... 54 

(2) 棚田地域振興活動加算 ............................................................................... 56 

２ 共創・MaaS 実証プロジェクト【国土交通省】 .............................................................. 58 

２.１ 概要 ........................................................................................................... 58 

２.２ 共創・MaaS 実証プロジェクト（地域交通法・道路運送法等） .................................... 59 

(1) 共創モデル実証運行事業 .............................................................................. 59 

(2) モビリティ人材育成事業 ............................................................................... 59 

(3) 日本版 MaaS 推進・支援事業 ....................................................................... 60 

３ 地域交通の人材育成・確保等に活用可能な施策【総務省】 ............................................. 61 

(1) 過疎地域等集落ネットワーク圏形成支援事業 ..................................................... 61 

(2) 地域おこし協力隊 ....................................................................................... 62 

(3) 特定地域づくり事業協同組合 ........................................................................ 63 

(4) 事業承継等人材マッチング支援事業（※令和７年度より） ...................................... 64 

 



 
 
 

第 4 章 他省庁の補助事業等を活用した事例（ヒアリング調査） ........ 65 

１ 広島県尾道市の「一般社団法人 UME プロジェクト」 .................................................... 65 

(1) 概要 ........................................................................................................ 65 

(2) 「一般社団法人 UME プロジェクト」設立の背景・経緯 .......................................... 65 

(3) 移動支援サービスの提供の開始..................................................................... 67 

(4) 活用した補助事業など ................................................................................. 69 

２ 島根県知夫村の「協同組合 YADDO 知夫里島」 ......................................................... 70 

(1) 概要 ........................................................................................................ 70 

(2) 地域の概要 ............................................................................................... 70 

(3) 市町村有償運送（バス・タクシー）の概要 ........................................................... 70 

(4) 「協同組合 YADDO 知夫里島」の取組 ............................................................ 72 

(5) 「特定地域づくり事業協同組合」の移動支援への活用 .......................................... 73 

３ 石川県七尾市の「釶打ふるさとづくり協議会」.............................................................. 74 

(1) 概要 ........................................................................................................ 74 

(2) 「釶打ふるさとづくり協議会」設立の背景・経緯 ................................................... 74 

(3) 生活支援サービスと介護サービスの提供の開始 ................................................. 75 

(4) ニコニコ便の概要 ....................................................................................... 76 

(5) 活用した補助事業など ................................................................................. 77 

第 5 章 総合相談会の実施 ....................................................... 79 

(1) 第１回交流会（倉敷市、益田市、宇部市・宇部社会福祉協議会、岡山市） .................... 80 

(2) 第２回交流会（広島市社会福祉協議会、山口県防府市） ....................................... 89 

第 6 章 セミナーの開催 .......................................................... 94 

１ セミナーの目的 ................................................................................................... 94 

２ セミナーの開催概要 ............................................................................................. 94 

３ アンケート調査結果 .............................................................................................. 95 

資料編 

 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
 
 
 



1 

序章 事業の概要 

１.１ 事業の目的 

総合事業を活用した移動手段の確保については、地域住民の日常生活の維持や介護予防を支える

ために必要な支援であり、全国の市町村において大きな課題となっている。 

当社では、令和元年度の老健事業において、「介護保険制度等を活用した高齢者の移動支援・送迎

のための手引き」を作成し、地域において総合事業等を活用した移動支援・送迎の検討を行うために必

要な法制度を整理するとともに、地域が主体となった取組の創出に向けたノウハウを整理した。さらに、

令和２年度～令和４年度にかけては、このようなノウハウを全国の市町村の現場での取組に生かすため、

市町村等を対象とした伴走支援の実施や、制度変更に合わせた手引きの更新などを行ってきた。 

令和５年度には「中山間地域等における介護予防・日常生活支援総合事業等を活用した高齢者等の

移動手段確保に向けた支援に関する調査研究事業」において、中国四国厚生局の管内市町村を対象と

した研修会の開催や個々の市町村の取組を対象とした伴走支援（岡山市、三原市、神石高原町）、複数

の市町村が参加する交流会などを通じた市町村支援等を行った。 

本事業では、昨年度に引き続き、中国四国厚生局管内を対象に、三原市と神石高原町のアドバイザ

ーによる伴走支援、および複数市町村を対象とした総合相談会を開催する。また、高齢者の移動支援に

係る他省庁の補助事業等の活用についてその制度の内容を整理するとともに、事例に係るヒアリング調

査を実施する。 

 
 
１.２ 事業の内容 

① 市町村アンケート調査の実施 

中国四国厚生局管内の市町村を対象としたアンケート調査を実施した。 

アンケート調査では、各市町村における総合事業を活用した移動支援の取組の状況や他省庁の事業

等の活用状況を確認するとともに、研修会や総合相談会への参加募集を行った。 

 

② 伴走支援の実施 

広島県三原市、広島県神石高原町を対象に、アドバイザーによる伴走支援を行った。 

 

【アドバイザー】 

伊藤みどり ＮＰＯ法人 全国移動サービスネットワーク 事務局長 

鈴木 俊之 三菱ＵＦＪリサーチ＆コンサルティング㈱ 

政策研究事業本部 社会政策部 部長 主任研究員 

服部 真治 ㈱日本能率協会総合研究所 

社会イノベーション研究事業本部 福祉・医療・労働政策研究部 主幹研究員 
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③ 総合相談会の開催 

中国四国厚生局管内で高齢者の移動支援の取組について課題を抱える市町村や社会福祉協議会を

対象として、アドバイザーを交えた総合相談会を開催した。総合相談会では、各市町村が抱えている課

題や取組内容について市町村間で共有するとともに、アドバイザーから助言等を行った。 

 
④ 高齢者の移動支援に活用できる他省庁の補助事業等に係る文献調査 

厚生労働省の介護予防・日常生活支援総合事業（以下、総合事業）以外の、高齢者の移動支援に活

用可能な他省庁の補助事業等について文献調査を行い、その内容を整理する。 

具体的には、農林水産省の「中山間地域等直接支払・農村RMO」や、国土交通省の「共創・MaaS実

証プロジェクト」、内閣府・総務省の「小さな拠点・地域運営組織の形成」などを対象とした。 

 
⑤ 他省庁の補助事業等の活用した事例（ヒアリング調査） 

④で調査した他省庁の補助事業等について、具体的に高齢者の移動支援の取組に活用している事

例を抽出し、ヒアリング調査を行った。 

具体的には、広島県尾道市の「一般社団法人 UME」による「ちょこっと応援サポート（共創モデル実証

運行事業）」、島根県知夫村の「協同組合 YADDO 知夫里島（特定地域づくり事業協同組合）」、石川県

七尾市の「釶打ふるさとづくり協議会」による「ニコニコ便（農村 RMO 形成支援事業など）」を対象とし

た。 

 
⑥ 県・市町村・社会福祉協議会等を対象としたセミナーの開催 

中国四国厚生局管内の県・市町村、および社会福祉協議会等を対象としたセミナーを開催した。 

 
 
 

  



3 

第 1 章 市町村アンケート調査結果 

１ 概要 

 中国四国厚生局管内の市町村を対象としたアンケート調査を実施した。 

アンケート調査では、各市町村における総合事業を活用した移動支援の取組の状況や充実に向けた課

題を把握するとともに、研修会や交流会への参加募集を行った。 

 
図表 1-1 アンケート調査の実施概要 

調査方法 

 

・各都道府県の介護予防・日常生活支援総合事業の担当者宛てに、調査票など一

式をメールで送付し、管内の市町村へメールで配布を依頼 

・回答者は、回答用の URL にアクセスし、WEB で回答 

調査期間 ・2024 年 7 月 11 日（火）～2024 年 8 月 4 日（金） 

回収結果 ・合計 53.3%（57/107） 

鳥取県 36.8%（7/19） 

島根県 42.1%（8/19） 

岡山県 63.0%（17/27） 

広島県 52.2%（12/23） 

山口県 68.4%（13/19） 

主な調査項目 ・総合事業を活用した移動支援・送迎の現状等 

・その他の移動支援の取組状況 

・他省庁の補助事業等を活用した移動支援の取組の状況  など 
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２ 集計結果 

(1) 総合事業を活用した移動支援の実施状況 

 総合事業を活用した移動支援の実施状況をみると、全体では「既にある」が 35.1％、「現時点でサー

ビスはないが、今後実施することが概ね決まっている」が 1.8％であり、合わせて 41.7％が実施済み、

もしくは実施予定となっている。また、「要綱は既にあるが、利用した実績がない」が 7.0％であった。 

 また、「現時点で検討はしていないが、過去に検討をして実施を断念したことがある」は 10.5％であっ

た。 

 県別にみると、「既にある」の割合が最も高いのは「山口県」で 46.2％であった。また、「検討は行って

いない・行ったことはない」の割合が最も高いのは「鳥取県」で 71.4％であった。 

 

図表 1-2 総合事業を活用した移動支援の実施状況 

 
 
  

35.1%

28.6%

37.5%

29.4%

33.3%

46.2%

7.0%

0.0%

8.3%

23.1%

1.8%

0.0%

0.0%

5.9%

0.0%

0.0%

14.0%

50.0%

5.9%

8.3%

15.4%

10.5%

12.5%

17.6%

16.7%

0.0%

31.6%

71.4%

0.0%

41.2%

33.3%

15.4%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

総計

(n=57)

鳥取県

(n=7)

島根県

(n=8)

岡山県

(n=17)

広島県

(n=12)

山口県

(n=13)

既にある

要綱は既にあるが、利用した実績がない

現時点でサービスはないが、今後実施することが概ね決まっている

サービスを実施する具体的な予定はないが、検討はしている

現時点で検討はしていないが、過去に検討をして実施を断念したことがあ

る
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(2) 総合事業を活用した移動支援の類型 

 総合事業を活用した移動支援について「既にある」もしくは「要綱は既にあるが、利用した実績がな

い」、「現時点でサービスはないが、今後実施することが概ね決まっている」と回答した 25 市町村を対

象に、その具体的な類型を聞いた。 

 これをみると、最も割合が高いのは【類型③】通所型サービスＣと一体となって行う送迎」で 36.0％で

あった。 

 ついで「【類型③】通所型サービスＢと一体となって行う送迎」と「【類型③】一般介護予防事業の通い

の場と一体となって行う送迎」が、それぞれ 28.0％であった。 

 
図表 1-3 総合事業を活用した移動支援の類型(n=25) 

 

図表 1-4 総合事業を活用した移動支援の類型(県別) 

  

12.0%

4.0%

12.0%

4.0%

16.0%

28.0%

36.0%

28.0%

16.0%

12.0%

0.0%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0%

【類型①】訪問型サービスＤのうち、「通院等をする場合におけ

る、送迎前後の付き添い支援」

【類型②】通所型サービスＡへの送迎を行う、訪問型サービスＤ

【類型②】通所型サービスＢへの送迎を行う、訪問型サービスＤ

【類型②】通所型サービスＣへの送迎を行う、訪問型サービスＤ

【類型②】一般介護予防事業の通いの場への送迎を行う、訪問

型サービスＤ

【類型③】通所型サービスＢと一体となって行う送迎

【類型③】通所型サービスＣと一体となって行う送迎

【類型③】一般介護予防事業の通いの場と一体となって行う送

迎

【類型④】訪問型サービスＢの一部として行う送迎

【類型⑤】通院・買い物等をする場合における、一般介護予防事

業による送迎

【その他】その他の生活支援サービスと一体的に行う送迎

【類型
①】訪問
型サービ
スＤのう
ち、「通
院等をす
る場合に
おける、
送迎前後
の付き添
い支援」

【類型
②】通所
型サービ
スＡへの
送迎を行
う、訪問
型サービ
スＤ

【類型
②】通所
型サービ
スＢへの
送迎を行
う、訪問
型サービ
スＤ

【類型
②】通所
型サービ
スＣへの
送迎を行
う、訪問
型サービ
スＤ

【類型
②】一般
介護予防
事業の通
いの場へ
の送迎を
行う、訪
問型サー
ビスＤ

【類型
③】通所
型サービ
スＢと一
体となっ
て行う送
迎

【類型
③】通所
型サービ
スＣと一
体となっ
て行う送
迎

【類型
③】一般
介護予防
事業の通
いの場と
一体と
なって行
う送迎

【類型
④】訪問
型サービ
スＢの一
部として
行う送迎

【類型
⑤】通
院・買い
物等をす
る場合に
おける、
一般介護
予防事業
による送
迎

【その
他】その
他の生活
支援サー
ビスと一
体的に行
う送迎

合計

鳥取県 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 2
島根県 3 1 1 1 2 1 2 1 1 0 0 3
岡山県 0 0 0 0 0 2 2 2 0 1 0 6
広島県 0 0 0 0 0 0 2 0 2 1 0 5
山口県 0 0 2 0 2 4 1 2 1 1 0 9
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(3) 総合事業を活用していない、その他の移動支援の取組 

 総合事業を活用していない、その他の移動支援の取組の実施状況をみると、「既にある」との回答が全

体では 36.1％であった。 

 
図表 1-5 総合事業を活用していない、その他の移動支援の取組の実施状況 

 
  

36.1%

22.2%

45.5%

40.0%

29.4%

40.0%

4.2%

11.1%

0.0%

0.0%

0.0%

13.3%

25.0%

0.0%

27.3%

30.0%

35.3%

20.0%

9.7%

0.0%

18.2%

15.0%

0.0%

13.3%

19.4%

44.4%

0.0%

15.0%

23.5%

20.0%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0%

総計

鳥取県

島根県

岡山県

広島県

山口県

地域の中で住民ボランティア等が行う移動支援・送迎の取組が、既にある

取組までは行われていないが、地域で移動支援・送迎が課題として挙がっており、解決に向けた具体的な検

討が始まっている地域がある

解決に向けた具体的な検討までは始まっていないが、移動支援・送迎が課題であることが頻繁に取り上げら

れ、何らかの対応が必要と認識されている地域がある

通いの場の運営や生活支援サービスなど、既に何らかの活動を行っている地域のボランティア団体等におい

て、移動支援・送迎の取組を行いたいという意向があるが、実現に至っていないケースがある

いずれもない
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(4) 他の省庁の補助事業等の活用の状況 

 他の省庁の補助事業等の活用状況について、「補助を受けたことがあり、高齢者の移動支援にも取り

組んだ」との回答をみると、「農村 RMO 形成支援事業」は１市町村、「中山間地域等直接支払制度」に

基づく「集落機能強化加算」が３市町村、「共創・MaaS 実証プロジェクト」が５市町村、「小さな拠点づく

り」が２市町村であった。 

 なお、いずれの補助事業等においても、「補助を受けたことはないが、高齢者の移動支援に活用できる

なら興味がある」との回答が多かった。 

 
図表 1-6 農村型地域運営組織（農村 RMO）形成推進事業（「農山漁村振興交付金」）に係る補助の

取得状況 

 

 
図表 1-7 「中山間地域等直接支払制度」に基づく「集落機能強化加算」の取得状況 

 
 
  

①補助を受けた
ことがあり、高
齢者の移動支援
にも取り組んだ

②補助を受けた
ことがあり、そ
の中で高齢者の
生活支援に取り
組んだ（移動支
援は対象外）

③補助を受けた
ことはないが、
補助の取得に向
けて検討してい

る

④補助を受けた
ことはないが、
高齢者の移動支
援に活用できる
なら興味がある

⑤補助を受けた
ことはなく、今
後取り組む予定

はない

合計

鳥取県 1 2 4 7
島根県 1 1 6 8
岡山県 1 4 12 17
広島県 3 8 1 12
山口県 3 8 2 13
総計 1 2 13 38 3 57

①補助を受けた
ことがあり、高
齢者の移動支援
にも取り組んだ

② 補助を受け
たことがある

が、高齢者の移
動支援には取り
組んでいない

③補助を受けた
ことはないが、
補助の取得に向
けて検討してい

る

④補助を受けた
ことはないが、
高齢者の移動支
援に活用できる
なら興味がある

⑤補助を受けた
ことはなく、今
後取り組む予定

はない

合計

鳥取県 1 2 4 7
島根県 3 1 4 8
岡山県 5 11 1 17
広島県 2 10 12
山口県 4 3 4 2 13
総計 3 5 13 33 3 57



8 

図表 1-8 「共創・MaaS 実証プロジェクト」（「共創モデル実証運行事業」または「モビリティ人材育

成事業」）に係る補助の取得状況 

 
 
 
図表 1-9 「小さな拠点づくり」に向けた総務省や内閣府、国土交通省などの補助金の活用状況 

 
 
 
 
 
  

①補助を受けた
ことがあり、高
齢者の移動支援
にも取り組んだ

② 補助を受け
たことがある

が、高齢者の移
動支援には取り
組んでいない

③補助を受けた
ことはないが、
補助の取得に向
けて検討してい

る

④補助を受けた
ことはないが、
高齢者の移動支
援に活用できる
なら興味がある

⑤補助を受けた
ことはなく、今
後取り組む予定

はない

合計

鳥取県 1 2 4 7
島根県 1 2 4 1 8
岡山県 1 3 13 17
広島県 2 2 6 2 12
山口県 2 2 5 4 13
総計 5 2 11 32 7 57

①補助を受けた
ことがあり、高
齢者の移動支援
にも取り組んだ

② 補助を受け
たことがある

が、高齢者の移
動支援には取り
組んでいない

③補助を受けた
ことはないが、
補助の取得に向
けて検討してい

る

④補助を受けた
ことはないが、
高齢者の移動支
援に活用できる
なら興味がある

⑤補助を受けた
ことはなく、今
後取り組む予定

はない

合計

鳥取県 1 1 5 7
島根県 3 5 8
岡山県 2 5 10 17
広島県 1 3 8 12
山口県 1 4 6 2 13
総計 2 3 16 34 2 57
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第 2 章 伴走支援を行ったモデル市町の取組内容 

１ 広島県三原市 

１.１ 地域の概要 

· 三原市内には、路線バス（中国バス、芸陽バス、鞆鉄バス、おのみちバス）のほか、路線バスの提供

可能な運行サービスを補完する地域コミュニティ交通が、６つの地域で運行されているが、利用者

数が伸び悩む一方で、地域からは移動支援の要望が挙がっている。地域住民や利用者からの要

望を踏まえるとともに、定期的に評価・検証を実施し、必要に応じてサービス内容を見直すこととし

ている。 

· その他、三原地域の一部では、地域住民が主体となり、家事支援に加え、通院や役所、金融機関、

買い物などの移動支援を行っている。また、一部のふれあいいきいきサロンでは、運営者や運営者

の依頼を受けた介護事業所が、送迎支援を行っている。 

図表 2-1 三原市の路線バスと地域コミュニティ交通の運行状況 

 

（出典）三原市公共交通ナビ（https://www.city.mihara.hiroshima.jp/soshiki/18/bus-zikoku.html）  

https://www.city.mihara.hiroshima.jp/soshiki/18/bus-zikoku.html
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１.２ 地域の移動支援に係る現状と課題 

① 公共交通の利用が伸び悩む中、実際のニーズとのミスマッチが懸念される 

· 市内の公共交通は、路線バスが 4 社と地域コミュニティ交通が 6 地域に導入されている。 

· 公共交通やデマンド交通もあるが、それではカバーされない移動支援のニーズがある。困っている

人がいる中で公共交通の利用は伸び悩んでいることから、提供されている公共交通サービスとニ

ーズとの間にミスマッチがあると考えられる。 

· 例えば、デマンド交通が校区を超えた利用ができないという点については、ニーズとのミスマッチの

１つの要因と考えられる。中山間地域では、必ずしも校区内に商店や医療機関がないこともあるが、

デマンド交通が利用できるのは最寄りのバス停までに限られてしまう。 

· また、運行する曜日も限られている。 

 

② 住宅団地「ダイヤハイツ」では、既に住民主体で移動支援の取組を行っている 

· ＮＰＯ法人三原ダイヤサロンでは、三原地域の沼田東町にある 500 世帯程度の住宅団地「ダイヤ

ハイツ」の住民を対象に移動支援の取組を実施している。住民が有志で立ち上げた NPO 法人で

あり、通院や役所、金融機関、買い物などの移動支援を８年程度行っている。団地は高齢化率

50％を超えている。現在、支援を提供するドライバーは８名である。 

· 市から移動支援の取組に対する補助などはない。NPO 法人の活動の中で、市からの委託で総合

事業の緩和通所型（通所型サービス A）を行っている。 

· 取組開始当初のメンバーが中心となって継続しているが、ドライバーの高齢化と新たな担い手が増

えない中、取組を継続することが難しくなっている。 

 

③ 本郷町北方地区では、ふれあいいきいきサロンの送迎を介護事業者に依頼し、行っている 

· 本郷町の第 2 層協議体で、サロン送迎の課題が話し合われた。 

· もともと、サロンの支援者が送迎を担っていたが、利用者の心理的な負担感（遠慮）や支援者の負

担があり、サロン支援者は送迎を担ってくれる第 3 者を求めていた。 

· 協議体で、具体的に依頼したい内容を伝えたところ、参加する介護事業者から「デイサービス送迎

車の空き時間に協力できる」という申し出があった。 

· 移動手段がないことが原因で、サロンに来られなくなることを防ぐことと、介護サービスを利用する

ようになっても継続してサロンに参加してほしいという思いを叶えるために、地域と事業者の連携

が進んだ。 

· 許可登録を要さない移動支援であるため、利用者から送迎の対価を受け取らず、介護事業者は完

全に無償で支援を実施している。 
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１.３ 行動計画書 

(1) 今年度の地域目標 

現在地域にある移動支援の活動を財政支援し、継続性が高く、他地域でも同様の取組が広がる

ような制度を作る。 

 

(2) 地域の現状・問題認識、問題解決に向けた今年度の取組方針 

（地域の現状・問題認識） 

＜市全体＞ 

· 高齢者の自動車運転免許保有率は6割を超えており、移動手段の多くは自家用車や家族の送迎。 

· 路線バスを利用する人に対し、１回１００円で乗車できる「敬老優待乗車証」を発行しているが、保有

者、利用実績共に減少している。 

· 市内６地区（本郷、久井、大和、八幡、幸崎、鷺浦、）で地域コミュニティ交通を実施しているが、利

用者が減少し、評価基準となる経常収支率 10％を下回っている地域が 2 地域ある。（運行経費か

ら運賃収入を差し引いた必要経費については、市が全額支援） 

· 高齢者のうち、押し車など歩行器を使用する人は、路線バスや地域コミュニティ交通が利用しにく

い。 

· 住民や専門職へのヒアリングから、高齢者の日常的な買い物や通院、サロンへの移動手段の確保

が課題となっている。 

· 協議体で、移動の課題は出るが、人材やノウハウの不足、費用負担に加え、事故のリスクから住民

主体の支援体制に住民は消極的。 

 

 

 

 

 

＜沼田東町の一部（ダイヤハイツ）の課題＞ 

・ 平成 28 年から、住民主体の活動「NPO 法人三原ダイヤサロン」にて移動支援を実施している。 

・ 同法人は、総合事業の緩和型通所介護サービス（委託）や「オタスケマン活動（有償の生活支援）」を

実施している。 

・ ドライバーが高齢化しており、支援者として活動する人が徐々に減っている。 

・ 許可・登録不要の運用としているため、利用者からは実費相当額しか受け取れず、ドライバーを確

保するための収入がない。 

・ 活動に使用する車両はドライバー個人の車両であり、車両保険はドライバーが自分でかけている保

険を使用するしかない。活動中のドライバーや利用者への保険は、全国社会福祉協議会のボランテ

ィア保険で対応している。 

 

 

 

路線バスやデマンド交通など公共交通を基軸に、高齢者の移動支援をしているが、バス停ま

での移動や乗・降車に支援を要する高齢者は利用しにくいという声があり、別の移動支援策が

必要になっている。 

 

担い手は、立ち上げ当初のメンバーがメインで、高齢化している。ドライバーの収入や保険の

面から、新たな担い手の確保が困難で、現状が続くと活動を継続することが難しい。 



12 

＜本郷町北方地区の課題＞ 

・ 高齢になり、自力でサロンに来ることができない高齢者がいる。 

・ 近隣の通所介護事業所（株式会社）が送迎支援を申し出てくれたが、利用者が謝金を支払うと道

路運輸法上問題となる可能性があるため、現在は無償で支援している。事業者は無償でも協力す

ると話しているが、他地域への展開を考えると、このやり方では広がらないのではないか。 

 

 

 

 

 

（取組方針） 

・ 現在ある移動支援の活動状況や課題を把握する。 

・ 現状の課題の解決につながる制度を作ることで、移動支援の活動の継続性を高め、他の地域の活

動にも活用できるものとする。 

 

(3) 目標達成に向けた具体的な行動 

 令和６年度のモデル事業の、具体的な取組内容は以下のとおりである。 

 

図表 2-2 行動計画書（三原市） 

中間目標 具体的な行動 実施者 

１ 介護保険法や道路

運輸法など関連法律な

ど、移動支援事業化に

必要な知識を得る。 

①庁内関係課、社会福祉協議会（生活支援

体制整備事業受託事業者）とで勉強会を実

施する。 

②疑問点を具体化し、解決する。 

③住民や事業者に対し、活動意識を高めるた

めのセミナーを開催する。 

高齢者福祉課 

社会福祉課 

生活環境課 

生活支援コーディネー

ター 

2 移動支援を実施す

るにあたって必要な要

件を把握する。 

①移動支援をすでに実施している団体にヒア

リングを行う。 

②どの様な体制で活動し、何にどの程度の経

費がかかっているのかなど、具体的に聞き取

る。 

③聞き取った内容を整理し、実施に向けてど

のような支援が必要かを検討する。 

社会福祉課 

高齢者福祉課 

生活支援コーディネー

ター 

３ 移動支援実施に対

する、地域の活動者の

意向を把握する。 

①サロン送迎団体へのアンケートを実施し、

現状と課題を把握する。 

②地域ビジョンで移動に課題を感じている地

域組織にアンケートを実施し、移動支援実施

の課題を把握する。 

高齢者福祉課 

地域住民が、地域の社会資源と連携し、実現した取組だが、資金面で不安定さがあり、継続

性や他地域へ広げるためには、支援策が必要である。 
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図表 2-3 行動予定表（三原市） 

 10 月 11 月 12 月 1 月 2 月 3 月 

様々な地域で移動支援が展開でき

る補助要綱ができている。 

                  

 ①制度設計に関わる行政、社会

福祉協議会職員が、制度を理解

する。 

                  

②現行の移動支援の取組につい

て、情報収集し、仕組みに必要な

要件等を整理する。 

                  

③三原市訪問型サービスD運営

補助要綱（仮）を制定する。（施行

は R７年４月１日） 

                  

④地域の移動支援に関心がある

人が、法律や制度を理解できる

よう、学習の場を設ける。 

                  

 
 

 

 

 

  

理解 

調査 

学習 

作業 
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１.４ 具体的な取組 

(1) 制度設計に関わる行政、社会福祉協議会職員が、制度を理解する。 

· 関係する市職員、社会福祉協議会の生活支援コーディネーターから疑問点を聞き取り、その内容

についてアドバイザーから回答を得ることで、移動支援に関する Q＆A を作成した。 

· 主に、道路運送法や地域支援事業実施要綱、介護予防・日常生活支援総合事業ガイドラインに関

連した費用や利用者の考え方に関する疑問が多くあった。 

 

(2) 現行の移動支援の取組について、情報収集し、仕組みに必要な要件等を整理する。 

① 実施団体からの聞き取り 

＜三原ダイヤサロン＞ 

・ NPO 法人の担当者から聞き取った。 

・ 現在は対応できているが、メンバー全員が平成 28 年当時の立ち上げメンバーであり、運転手の高

齢化、後継者不足に悩んでいる。 

・ また、事故への不安も課題。車両は基本的にドライバーの自家用車であり、保険は社会福祉協議会

の送迎サービス補償に加入しているが、当該保険で対応できない場合に、事故へのドライバーの責

任を問わない、任意保険は使わない旨を利用者から同意を取得し、事業を行っている。 

・ 事業費の支出としては、事務担当者への謝金、ドライバーへの実費相当、ボランティア保険料がかか

っている。収入は、利用毎に１回当たり距離に応じて１００円～４００円のガソリン代等実費。（送迎先

での付添支援がある場合は、別途１時間７００円） 

・ ドライバーへは、利用者から受け取った実費の８割をガソリン代として渡している。 

 

＜本郷町北方地区社会福祉協議会＞ 

・ ふれあいいきいきサロンを運営する北方地区社会福祉協議会の代表者と、サロンへの送迎を実施

する介護事業者から聞き取った。 

・ 元々、サロンの支援者が送迎を行っていたが、心理的な負担や遠慮があり、サロンの参加を諦める

高齢者もいた。また、送迎支援者にも、送迎対応により時間の余裕がなかったり、支援を要する人

の送迎に対する不安があった。 

・ 運用は、月１回、デイサービスの送迎車１～２台で送迎を実施。 

・ ドライバーの他、付き添い職員１名が支援。 

・ 利用者は、自力でサロンに来ることが難しい高齢者。介護認定の有無は未把握。支援者としては、

そこまで踏み込んだことを本人から聞き取ることは難しい。 

・ 天気の良い日は、自転車で自力で参加できる人も、雨の日だけは送迎を利用する人もいる。 

・ 車両にかかる参考経費は、車両購入費のほか、５年間使用した場合の保険料、車検料、メンテナン

ス料（オイル・バッテリー交換、冬用タイヤ交換等）等で積算。 
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② 聞き取った内容を整理し、移動支援を行うために必要な条件を整理する。 

・ 移動支援の内容には、月１回程度のサロン送迎と、不定期の生活にかかる移動支援がある。 

・ 支援希望の有無の取りまとめをするコーディネーターは、いずれの活動においても必要。 

・ ドライバーを確保するためには、ある程度の謝礼は必要だが、実施団体でその経費を負担すること

は困難。 

・ 車両の任意保険については、車両の持ち主の負担感を高め、車両の確保が困難になる恐れがある。 

・ 利用者を、要支援の認定を持つ人等限られた人に限定したり、必ずケアプランが必要と規定すると、

地域の活動としては実施しにくい。 

 

     

 

 

 

 

 

 

③ 住民組織の取組状況や取組に対する意向を把握するため、アンケート調査を実施 

・ 地域ビジョン（※）策定団体、ふれあいいきいきサロンを対象に、アンケート調査を実施した。 

・ 地域ビジョン策定団体は、移動に関する課題をビジョンの中で記載している２０団体を対象とした。 

・ ふれあいいきいきサロンは、事務局である社会福祉協議会が送迎支援を実施していると把握して

いる 22 か所を対象とした。 

 

 

 

  

補助制度の方針 

・ 住民のニーズに対応できるよう、行き先や移動目的、頻度を細かく規定しない。 

・ コーディネーターやドライバーの確保や必要な保険加入に対する経費を盛り込

む。 

・ 活動の利用対象は要支援者等であるが、利用対象者の利用の妨げにならない

 

※地域ビジョン 

地域が中心になって取り組むことを総合的に示したもので、住民、関係団体などで地域づく

りの方向性を共有するとともに、共通の指針とするもの。 
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図表 2-4 アンケート調査票（依頼文） 
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図表 2-5 アンケート調査票① 

  

 

 

１． ご回答者様について、記載をお願いします。 

 団   体   名 〔                             〕 

 ご回答者様氏名 〔                             〕 

 連   絡   先 〔                             〕  ※電話、メールアドレスなど 

 

２． 地域における高齢者等の移動手段の確保の状況などについて、ご回答ください。 

① 地域で、移動手段がなく買い物・通院等に困っている人を把握していますか。 

１．たくさんいることを把握している 

２．数人いることを把握している 

３．いないことを把握している 

４．把握していない 

② 貴団体の活動地域において、特に高齢者のニーズが高いと感じている外出の目的について、ご回

答ください（当てはまるものすべてに○）。 

１．通院  2．買い物 ３．サロン等への送迎 

４．特に必要と感じる外出の種類はない 

５．その他〔具体的に                                              〕 

 

３． 後期高齢者の増加が見込まれ、移動支援が必要な人は今後も増えると想定されています。   

市では、地域の中で移動支援・送迎の取組を行う（行おうとする）団体等を対象とした、支援を行う

ための新たな制度（デマンド交通とは異なる制度）について検討しています。 

① 貴団体では、支援制度の内容に関心はありますか。 

１．関心がある（市の話を聞いてみたい） 

２．関心はない 

３．移動支援の取組について、必要性を感じない 

４．その他〔具体的に                                             〕 

 

地域ビジョン策定団体 
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図表 2-6 アンケート調査票② 

 

  

 

４. 他市では、地域全体としてではなく（例えば町内会単位ではなく）支援に関心がある人や支援

できる人など、地域内の有志や各種団体の小さな活動から移動支援が始まる事例もあります。 

① 貴団体以外に、地域の中で、移動支援の取組について実施意向のある人や団体（実施できるかも

しれない団体）に心当たりはございますか（例えば、既に生活支援のボランティア活動などを実施し

ているが移動支援は実施していない団体や福祉施設など）。 

１．ない 

２．ある 〔具体的な名称など                                        〕 

 

② 今後、地域内の有志や各種団体が移動支援を始めた場合、地域として協力できることはどのよう

なことですか（当てはまるものすべてに○）。 

１．利用者への周知     ２．利用者の紹介  ３．活動に協力希望する人の紹介 

４．事務局運営の手伝い  ５．予約の受付   ６．費用の支援 

７．その他〔具体的に                                             〕 

 

５． 貴団体や、有志、各種団体が移動支援の取組を行う場合に、不安や課題となるのはどのような

点がありますか（当てはまるものすべてに○）。 

１．運転手の確保  ２．運営する代表者・責任者の確保   ３．車両の確保 

４．資金の確保       ５．事故などへの不安         ６．法制度についての知識不足 

７．予約などの仕組みの構築 

８．その他〔具体的に                                             〕 

 

６． 地域の高齢者等の移動手段の確保に係る問題認識や市に期待する支援などについて、具体的

な内容を記載いただける場合は、以下にお願いします。 
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(3) 三原市訪問型サービス D 運営補助要綱（仮）を制定する。 

· 本市では、サービス・活動 B に対する補助金交付要綱はあったが、サービス・活動 D（移動支援）に

対する要綱はなかった。 

· 新たにサービス・活動 D（移動支援）の要綱を定めるのではなく、サービス・活動 B及び D に対する

補助金交付をひとつの要綱で定めることにした。 

· 国の地域支援事業実施要綱、介護予防・日常生活支援総合事業ガイドラインの改正内容を反映さ

せた内容とすることを念頭に置いて作成した。 

 
図表 2-7 要綱の概要 

  
趣

旨 

三原市介護予防・日常生活支援総合事業の実施に関する条例施行規則(平成 29 年三原市
規則第３号。以下「規則」という。)第３条第１項第１号ウに規定する住民主体型訪問サービス事
業及び第３条１項第２号ウに規定する住民主体通所型サービス事業(以下「サービス事業」とい
う。)の運営に対して、予算の範囲内において補助金を交付するもの。 

要

綱

の

概

要 

 
第３条 補助対象事業 

高齢者が住み慣れた地域で自立した生活を続けることができるようにする
ために、社会参加、生活支援、外出手段の確保を目的とした別表第１号に定め
る事業とし、地域包括支援センターや生活支援コーディネーターと連携し事業
を行うものとする。 

第４条 利用対象者 
三原市介護予防・日常生活支援総合事業に実施に関する条例(平成 29 年

三原市条例第 15 号)第 5 条に規定する者とする。 

第５条 補助対象団体 
(１) 特定非営利法人・共同労働組合 
(２) ボランティア活動団体 
(３) 町内会 
(４) 社会福祉法人 
(５) 介護サービス事業者 
(６) 協議体が適当と認めるもの 
(７) 前各号に掲げるもののほか、市長が適当と認める法人若しくは団体 

第６条 補助対象経費 

対象経費 内 容 

人件費 
報酬、給料、賃金、共済費等 

但し、サービスの利用調整に係るものに限る 

報償費 講師謝礼、ボランティア謝金等 

研修費 研修会受講料等 

需用費 消耗品費、印刷製本費、燃料費、修繕費、光熱水費、修理費等 

役務費 郵便料、保険料、手数料、通信運搬費 

使用料及び

賃借料 
家賃、自動車借上料、会場使用料等 

備品購入費 物品の購入費 

２ 補助対象経費の算出に際しては、第４条に規定する利用対象者への活動
に支障がない範囲で、利用対象者以外の者が利用した場合においても、経費
の按分は不要とする。 

第７条 補助金の額 

通所型サービス 

実施頻度に応じて上限を設定 訪問型サービス 

移動支援サービス 
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(4) 地域の移動支援に関心がある人が、法律や制度を理解できるよう、学習の場を設ける。 

図表 2-8 実施したセミナーの内容 

 

 

  

１ タイトル  

高齢者の移動について考えるセミナー 

２ 目的  

  長寿化やひとり暮らし高齢者が増加する中、自動車運転免許の返納や返納後の外出手段の確保

が課題となっている。本市では、既存の交通（路線バス、タクシー、電車など）に加えて、地域交通の

導入を進めているが、利用者が増えていない現状がある。 

 外出手段がないことは、単に生活が不便であるだけでなく、高齢者が閉じこもりがちな生活となり、

要介護状態や認知機能低下を来す恐れがあることから、外出手段の確保は喫緊の課題と言える。本

事業を通じて、移動支援に感心を持つ市民等が、高齢者の移動の課題の背景や高齢者への影響、

解決に向けた取組例を知ることで、自助・共助による課題解決を目指す。 

３ 概要  

(1) 日時 令和７年３月 19 日（水）13 時 30 分～16 時 

(2) 場所 本郷生涯学習センター（三原市本郷南６丁目） 

(3) 対象 移動支援に感心がある市民、事業者 

(4) 定員 100 名（事前申込み不要、当日先着順） 

(5) 講演プログラム 

13 時 30 分 開会、主催者あいさつ 

13 時 35 分 講演 

（45 分） 

テーマ 移動支援を知ろう 

講 師 全国移動サービスネットワーク  

伊藤 みどりさん 

・移動支援が求められる背景 

・移動支援が実施につながりにくい要因 

・取組事例 

14 時 20 分 実践報告 

（15 分×2） 
発表者 本郷町北方地区、沼田東町 

14 時 50 分 休憩（10 分）  

15 時 00 分 説明（15 分） 市の移動支援活動への補助制度 

15 時 15 分 トーク 

セッション 

（45 分） 

テーマ 移動支援について考えよう 

司 会 三菱 UFJ リサーチ＆コンサルティング  

鈴木 俊之さん 

発言者 高齢者福祉課、生活環境課職員、事例発表

者、伊藤みどりさん、生活支援コーディネータ

ー 

16 時 閉会 

４ 参加者   

70 名 
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１.５ 取組の成果と今後の進め方 

(1) 取組の成果 

① 移動支援を含む生活支援活動に対する補助要綱作成 

· これまで漠然と必要性を感じていたが、動きがなかった移動支援サービス等について、具体的な

検討が開始できた。 

· 既に移動支援に取り組んでいる地域について、今回改めて聞き取りをしたことにより、住民主体

で移動支援を行っていくうえでの課題や、保険や車両等に関する直接的な支援が欲しいという

団体のニーズを把握することができ、必要な制度の枠組みをイメージすることができた。 

· アドバイザーからの助言により、これまで理解が不十分であった、道路運送法や介護予防・日常

生活支援総合事業による移動支援制度の仕組みが整理でき、必要な補助要綱を作成できたこ

とで、来年度以降実施団体へ支援が可能となった。 

 

② 地域の現状把握 

· 地域ビジョン策定団体及び送迎を実施しているふれあい活き活きサロンの現状や意向を、アン

ケート調査を通じて具体的に把握することができた。 

 

(2) 来年度以降の課題と今後の進め方 

① アンケートで、制度について関心があると回答した団体へのアプローチ 

 アンケート結果を取りまとめ、各団体の移動支援に関する意向や課題意識、支援の実施状況を把

握した。次年度は、移動支援を必要とする人を多く把握しており、移動支援を実施する団体等の当

てがある所を優先的に、生活支援コーディネーターと取り組み実施に向け働きかける。 

 
② 具体的な実施方法の手引書の作成 

・ 移動支援を実施するにあたり、何が必要なのか、どう確保できるか、どのくらい費用がかかるかなど、

実施意向がある団体等に紹介できるよう、手引書を準備する。 

・ 活動実施に向けた準備段階だけでなく、活動が動き始めた後も、さまざまな課題が出てくることが

考えられる。そのつど、地域活動が継続できるよう住民等に寄り添い、伴走支援していく。 

 
③ 実施団体の運営状況の把握と 

 既存の団体を参考にした制度なので、新たな団体の実施方法に合わせて、制度の内容をアップデ

ートしていく。 
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２ 広島県神石高原町 

２.１ 地域の概要 

· 高齢者の外出支援としては、「①路線バス・ふれあいバス（町営）：片道 300 円」、「②ふれあいタク

シー事業：タクシーチケット片道 900 円、月 20 回まで」、「③町外医療機関通院者支援制度：1/2

補助、上限 3,000 円」、「④運転免許証自主返納者支援制度：免許返納時にタクシーチケット 50

枚配布」がある。 

 

図表 2-9 神石高原町のバス路線 

 

（出典）令和元年度地域公共交通確保維持改善事業第三者評価委員会「広島県神石高原町の生活交

通対策について」（令和２年２月 20 日） 

  

https://wwwtb.mlit.go.jp/chugoku/content/000162042.pdf
https://wwwtb.mlit.go.jp/chugoku/content/000162042.pdf
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２.２ 地域の移動支援に係る現状と課題 

※ 令和５年度 老人保健事業推進費等補助金 老人保健健康増進等事業 「中山間地域等におけ

る介護予防・日常生活支援総合事業等を活用した高齢者等の移動手段確保に向けた支援に関

する調査研究事業」における伴走支援を受けており、令和６年度はその継続支援。 

 
① 通いの場等への移動手段の確保が必要 【R5 再掲】 

· 高齢者の社会参加の場である通いの場等への移動は、参加者の自家用車による自然発生的な乗

り合いのしくみにより成り立っているが、ドライバーのフレイルの進行や免許返納等により、今後の

確保・維持が難しい状況となっていた。 

· また、高齢者実態把握訪問調査事業等により、「通いの場」、「認知症（予防）カフェ」、「サロン」に繋

げたい場合も、移動手段がネックとなって実現できないなどの事例がでてきていた。 

· また、通いの場等の新しい参加者が増えず、さらに一緒に連れてきてくれていた人（運転手）が病

気などで運転できなくなることにより、同乗して参加できていた人が参加できなくなる、という事態

も発生していた。 

 
② タクシーを活用した送迎を検討したいが、通いの場等で利用調整を行うことができるか不明

【R5 再掲】 

· 通いの場等への送迎の手段としては、参加者同士で乗合せる方法の他に、タクシーを活用して送

迎する方法も検討しているが、各通いの場等で研修や補助などがあれば送迎することができる人

材がいるのか、また利用調整などを行うことができる人材がいるのか、タクシー会社の協力が得ら

れるかなど、確認すべき点が多かった。 

 

③ 令和６年度下半期からのモデル実施に向けた準備 

· 上記①②を踏まえ、令和５年度モデル事業において、実態把握のアンケート、移動支援研修会、令

和６年度下半期からのモデル実施に向けたロードマップの検討、タクシー会社との調整、モデル候

補へのヒアリング等を実施。モデル実施開始に向けて、事業形態を定める必要がある。 

 

④ 令和７年度からの本格実施に向けた準備 

· 持続可能な事業とするために、本事業が介護予防に寄与することを示す必要がある。 

· 本格実施後にタクシーの乗合せを希望する団体が増えた場合、タクシー会社が対応しきれない可

能性がある。 
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２.３ 行動計画書 

(1) 今年度の地域目標 

· 令和６年度下半期からのモデル実施開始に向けて、事業形態の検討、法的・財源的な検証、タクシ

ー会社との調整、運転講習会、説明会を実施できる。 

· モデル実施の効果検証を実施し、令和７年度からの本格実施に向けた事業のブラッシュアップがで

きる。 

· 令和７年度からの本格実施後の効果検証の方向性、運転手確保に向けた取組の方向性を定める

ことができる。 

 
(2) 地域の現状・問題認識、問題解決に向けた今年度の取組方針 

（地域の現状・問題認識） 

· 令和５年度末にモデル候補のヒアリングで意見・要望等を集約し、大まかな事業フローは定まった

ものの、法的・財源な検証（※）ができていない。 

※ 道路運送法（参加者同士の乗合せ）、旅行業法（タクシーの乗合せ）、地域支援事業交付金 

· 「持続可能な移動支援」を目指すために、本事業が介護予防に寄与することを示す必要がある。 

· 本格実施後にタクシーの乗合せを希望する団体が増えた場合、タクシー会社が対応しきれない可

能性がある。 

 
（問題解決に向けた今年度の取組方針） 

· 事業の法的・財源的な検証を行い、事業形態を定める。 

· 令和６年度下半期からのモデル実施の効果検証を行う。 

· 令和７年度からの本格実施後の効果検証の方向性、タクシーの乗合せだけでなく参加者同士の乗

合せも増えるよう運転手確保に向けた取組の方向性について検討する。 
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(3) 現状における地域住民の活動内容・意向など 

· 運転手を担ってくれる人がおらず、どうしてもタクシーでなければ難しい地域もある。「ふれあいタ

クシー事業」は、片道 900 円（往復 1,800 円）かかり、通いの場等に行くことに使うのはハードル

が高い。利用者の自己負担が発生せずタクシーを利用できるのであれば、これまで参加できてい

ない人、交通手段の問題で参加できなくなった人にも声をかけやすい。 

· 一部の地域において、通いの場等の参加者の自家用車による自然発生的な乗合いをしているとこ

ろがあるが、「連れて行ってもらうのは気兼ねなので」と参加しなくなる人がいる。また、運転手側も

高齢であることが多いので「事故をして迷惑をかけないか」という心配がある。運転手に対する謝

礼や保険に対する費用を補助してもらえると運転手、同乗者ともに心理的なハードルが下がる。 

· 通いの場等では、お茶菓子代などで会費を集めているところがあるが、もし移動支援に関して一部

自己負担が発生するとなった場合、移動支援を利用する人と利用しない人で額が異なり、世話人

の手間が煩雑になり負担が増すので、できれば自己負担は発生しないようにしてほしい。 

· モデル実施と本格実施で自己負担の有無は変えないでほしい。モデル実施の間は自己負担無し、

本格実施になって利用者が増えたので自己負担が発生する、となると、世話人としては交通手段の

問題で参加できていない人に声をかけにくい。 
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(4) 目標達成に向けた具体的な行動 

 令和６年度のモデル事業の、具体的な取組内容は以下のとおりである。 

 
図表 2-10 行動計画書（神石高原町）① 
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図表 2-11 行動計画書（神石高原町）② 

【県総合支援チーム】とは、広島県の地域包括ケアの充実を図るため、市町の実情に応じて、オーダーメイ 

ド、一体的・総合的な支援を行う「広島県地域包括ケア伴走支援事業」における支援チームである。（構成団 

体：広島県地域包括ケア推進センター、広島県（本庁、保健所の関係課）） 
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図表 2-12 行動予定表（神石高原町） 

  

①モデル実施開始までの準備、役割
分担について協議

①通いの場等への補助金交付は事
務手続きが煩雑で世話人への負担
が大きいため事業形態を再検討

①中国四国厚生局へ相談

②中国運輸局へ相談

③広島県観光課へ相談

① 運転講習会の実施

② モデル候説明会の実施

③モデル実施の準備

①モデル実施開始

② モデル実施効果検証に係るアン
ケート実施

① 本格実施開始後の効果検証の方
向性の検討

② 本格実施に係る説明会、事務手
続

③ 運転講習会の実施

3月

１．モデル実施開始までの準備、役割分
担が定まっている

２．事業形態の再検討ができている

３．法的・財源的な検証ができている

４．運転講習会、モデル候補説明会が実
施できている

7月 11月 12月8月 9月4月 5月 6月 1月 2月10月

５．モデル実施開始、効果検証ができて
いる

６．本格実施に向けた準備が整っている
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２.４ 具体的な取組 

(1) モデル実施開始までの準備、役割分担の検討 

① モデル実施開始までの準備、役割分担について協議した。 

【補助金交付要綱の準備】 

・通いの場等の口座開設の準備（団体規約ひな形を作成し、金融機関に事前に確認） 

・補助金交付要綱（たたき台）作成 

【参加者同士の乗合せ】 

・送迎サービスの保険の検討 

・運転講習会の検討 

・フロー図の法的・財源的な検証をどのように行うか検討 

【タクシーの乗合せ】 

・利用見込の把握 

・タクシー会社との調整（地区ごと）  

・自己負担の有無を検討 

・フロー図の法的・財源的な検証をどのように行うか検討 

【補正予算資料の作成】 

・必要額試算 

・事業説明書作成 

 

(2) 事業形態の再検討 

① 通いの場等への補助金交付は事務手続きが煩雑で世話人への負担が大きいため事業形態を

再検討した。 

【補助金交付要綱】 

・事業実施要領へ変更 

【参加者同士の乗合せ】 

・運転手の声掛け・ガソリン代等（運送以外のもの）は実施主体から直接支払いに変更 

・調整役の世話人への謝金は実施主体から直接支払いに変更 

・送迎サービスの保険料は実施主体から直接支払いに変更 

【タクシーの乗合せ】 

・タクシー料金は実施主体から直接支払いへ変更 

・調整役の世話人への謝金は実施主体から直接支払いへ変更 
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図表 2-13 フロー図 

 

 

 

 

  

３．タクシーの乗合せ（全体の流れ）

事前
準備

• タクシーを利用する参加者を確認し、タクシー会社に運行ルートについて相談します
• タクシー利用者・運行ルートについて、町役場の了解を得ます
• 世話人さんは手当の振込用の金融機関口座を町役場に登録します

当日朝
までに

• 世話人さんが出欠確認を行います
• 世話人さんがタクシーを予約します

当日

• タクシーが利用者宅を回り、目的地まで送ります
• 世話人さんは活動日誌に利用者氏名を記入します

（※タクシー料金は往路・復路ともに支払わない）

～翌月
10日まで

• 世話人さんが１か月分の活動日誌をまとめ、町役場に提出します
• タクシー会社が１か月分の運行記録・請求書をまとめ、町役場に提出します

翌々月頃

• 町役場が世話人さんに手当を口座振込します
• 町役場がタクシー会社にタクシー料金を支払います

２．参加者同士の乗合せ（全体の流れ）

事前
準備

• 運転手・車両・同乗者を決め、送迎用保険に加入します
（※車両は運転手の自家用車に限る、運転手・同乗者に変更がある場合は町役場に要連絡）

• 世話人さん及び運転手さんは手当の振込用の金融機関口座を町役場に登録します
• 運転手さんは定期的に町が主催する運転講習会などを受講します

当日朝
までに

• 運転手さんが出欠確認をします

当日

• 運転手さんが同乗者宅を回り、目的地まで行きます
• 世話人さんは活動日誌に運転手氏名・同乗者氏名を記入します
• 運転手さん・同乗者さん（どなたか１名）は運転チェックシートを記入します（※月１回以上）

～翌月
10日まで

• 世話人さんが活動日誌をまとめ、町役場に提出します

翌々月頃

• 町役場が世話人さんに手当を口座振込します
• 町役場が運転手さんに手当を口座振込します
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図表 2-14 神石高原町高齢者の社会参加に係る移動支援事業実施要領①
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図表 2-15 移動支援事業実施要領②
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図表 2-16 移動支援事業実施要領③（別表１ 運転チェックシート） 
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(3) 法的・財源的な検証 

① 中国四国厚生局へ相談 

【地域支援事業交付金に関すること】 

・検討している移動支援の事業内容等が地域支援事業（一般介護予防事業）に該当するもの

であるかどうか相談 

   ② 中国運輸局へ相談 

【道路運送法に関すること】 

・「参加者同士の乗合せ」について、「道路運送法における許可又は登録を要しない運送に関

するガイドライン」に関する相談 

③ 広島県観光課へ相談 

【旅行業法に関すること】 

・「タクシーの乗合せ」について、タクシー依頼者（世話人）と利用者（参加者）が異なるため、旅

行業法に関する相談 
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(4) 運転講習会、モデル候補説明会 

① 運転講習会の実施 

【参加者同士の乗合せ】の運転手等を対象に講習会を実施 

・講師と打合せ 

・講習会実施 

 

図表 2-17 運転講習会の開催概要 
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② モデル候補説明会の実施 

モデル候補８か所の世話人、協働支援センター長等を対象に説明会を実施 

・説明資料について国アドバイザーから助言 

・説明会実施 

③ モデル実施の準備 

・事業開始に向けた事務手続き 

【参加者同士の乗合せ】 

・名簿作成、保険の加入手続き 

・世話人、運転手の口座登録 

【タクシーの乗合せ】 

・名簿作成、タクシー会社との調整 

・世話人の口座登録 

 
(5) モデル実施開始、効果検証 

① モデル実施開始（※予定より１か所増え、モデル９か所で開始） 

② モデル実施効果検証に係るアンケート実施 

（目的） 

・移動支援利用者の良い変化を把握する 

・世話人、運転手からの意見を集約し、事業の改善が必要な点を把握する 

（対象） 

・モデル９か所の移動支援利用者、世話人、運転手 
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図表 2-18 アンケート調査 概要 
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図表 2-19 利用者用アンケート用紙
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図表 2-20 運転手用アンケート用紙 
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図表 2-21 世話人用アンケート用紙
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図表 2-22 利用者アンケート結果（問３ 移動支援が始まってから変わったこと）（ｎ＝23） 

 

 

図表 2-23 運転手アンケート結果（問４ 送迎状況について）（ｎ＝３）
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図表 2-24 世話人アンケート結果（問３ 移動支援へのご意見）（ｎ＝７）
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(6) 本格実施に向けた準備 

①  本格実施開始後の効果検証の方向性の検討 

・費用対効果の測定方法、移動支援利用者等の心身状態及び日常生活の変化等の把握方法に

ついて検討 

② 本格実施に係る説明会、事務手続 

・通いの場、サロン、認知症（予防）カフェの世話人等に事業概要、モデル実施の状況等を示し、

事業参加希望を取りまとめ 

・事業開始に向けた事務手続 

③ 運転講習会の実施 

【参加者同士の乗合せ】の新たな運転手等を対象に講習会を実施 

・講師と打合せ 

・講習会実施 

 

２.５ 取組の成果と今後の進め方 

(1) 取組の成果 

①  モデル実施開始までの準備、役割分担の検討 

· 補助金交付要綱、参加者同士の乗合せ及びタクシーの乗合せにおける調整やフロー図の法的・財

源的な検証、補正予算資料を作成した。 

 
②  事業形態の再検討 

· モデル実施の世話人等から、「補助金の事務手続きが煩雑で負担が大きい。」という意見を踏まえ、

補助金交付要綱を事業実施要領に変更し、参加者同士の乗合せ及びタクシーの乗合せにおいて

発生する費用を実施主体から直接払いする方法に変更した。 

 
③  法的・財源的な検証 

  （法的） 

· 参加者同士の乗合せについて、中国運輸局に「道路運送法における許可または登録を要しない運

送に関するガイドライン」に抵触しないかどうか相談したところ、「運送に対する反対給付がないこと

がポイントである」旨の助言を得た。 

· タクシーの乗合せについて、広島県観光課にタクシーの依頼者（世話人）と利用者（参加者）が異な

るが、旅行業法に抵触しないかどうか相談したところ、「抵触しない」旨の回答を得た。 

 （財源的） 

· 地域支援事業交付金に関して、中国四国厚生局に事業内容が地域支援事業（一般介護予防事業）

に該当するものであるかどうか相談したところ、「一般介護予防事業として整理できる」旨の回答を

得た。 
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④  運転講習会、モデル候補説明会の実施、事業開始に向けた準備 

· 参加者同士の乗合せの運転手等を対象に運転講習会を実施し、安全・安心に係る質の確保を図る

ことができた。 

· モデル候補（９か所）の世話人、各協働支援センター長等を対象としたモデル実施説明会を実施し、

事業開始に向けた準備が整った。 

 
⑤  モデル実施開始、効果検証 

· 予定どおり、令和６年 10 月からモデル実施を９か所の通いの場等で開始できた。 

· モデル実施の効果検証に係るアンケートを実施し、移動支援利用者の良い変化を把握でき、世話

人及び運転手からの意見を集約し事業の改善点を把握できた。以下、アンケート結果の抜粋。 

 利用者アンケート結果から（ｎ＝23 人） 

・ 活動の場について変わったこととして、「知人が増えた」と回答した人が 12 人で最も多か

った。 

・ 普段の生活で変わったこととして、「通いの場・サロン・認知症カフェへの参加が楽しみに

なった」が 11人で最も多く、次いで「人との交流やおしゃべりが楽しくなった」が 10人、「出

かける機会が増えた」が 9 人、「家族や地域の人との会話が増えた」が 5 人。 

 運転手アンケート結果から（ｎ＝３人） 

・ 運転手を担う中で感じることは、「保険があるので安心感がある（事故をした場合の心配

が減った）」が 2 人、「乗合せることで、コミュニケーションが取りやすくなった」が 1 人、「乗

合せることで、自身の参加へのモチベーションが高まった」が 1 人。 

 世話人アンケート結果から（ｎ＝７人） 

・ 「新たな参加者に声を掛けやすくなった」と約 8 割が回答。その内、「新たに声を掛けた人

数」は計 4 人、「これから声を掛ける人数」は計 6 人。 

・ 「新たに運転手を担ってくれそうな人に声をかけやすくなった」と約４割が回答。その内、

「新たに声を掛けた人数」は計 1 人、「これから声を掛ける人数」は計２～3 人。 

・ アンケート回答者全員が「他の活動の場と交流したい」と回答。 

・ アンケート回答者全員が「町主催の交流会で移動支援が利用できたら参加しやすい」と回

答。 

 
⑥  本格実施に向けた準備 

· 本格実施開始後の効果検証の方向性について検討し、費用対効果の測定方法、移動支援利用者

の心身状態及び日常生活の変化等の把握方法が定まった。  

· 費用対効果については公衆衛生学の専門家の方が算出したデータから測定し、利用者の変化は、

モデル実施と同様のアンケート（※個人の経年データ把握ため記名式にする）を実施して把握する。 

· 本格実施に係る説明会、事務手続き、運転講習会を実施し、本格実施の準備が整った。 
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(2) 来年度以降の課題と今後の進め方 

「持続可能な移動支援」を目指すために、効果検証により本移動支援事業が介護予防の推進に寄与

する取組であることを示し、参加者同士の乗合せの運転手確保に向けた取組を行う。 

 
① 本格実施後の効果検証の実施 

 （費用対効果） 

· 令和５年度に実施した公衆衛生学の専門家による神石高原町の介護予防事業に関するデータ分

析の結果「１年前に通いの場に参加していた人は約 5.5 万円／年介護費が有意に低い」を引用し、

費用対効果を示す。 

  （移動支援利用者等の変化） 

· モデル実施の効果検証と同様のアンケートを毎年実施し、移動支援利用者の心身状態・意識・日常

生活への良い変化を把握することで、移動支援が介護予防に寄与することを示す。 

 

② 参加者同士の乗合せの運転手確保に向けた取組 

· 今後、移動支援利用者の増加、タクシー業界の人材不足が進むことを考えると、参加者同士の乗

合せにおける運転手確保に向けた取組を行う必要がある。他団体の事例などを参考にしながら、

令和７年度にモデル的に運転手確保に取り組む地域を決め、その地域の関係者、生活支援コーデ

ィネーター、町役場、県総合支援チームで方策を検討する。 
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第 3 章 移動支援に活用できる他省庁の補助事業等に係る文献調査 

１ 中山間地域等直接支払・農村ＲＭＯ【農林水産省】 

１.１ 農山漁村振興交付金 

○ 農山漁村振興交付金のうち、移動支援の取組に活用可能な事業としては、「中山間地農業ルネッ

サンス推進事業」の「元気な地域創出モデル支援」と、「農村型地域運営組織（農村 RMO）形成推

進事業」の「農村 RMO モデル形成支援」がある。 

○ いずれも農山漁村振興推進計画を作成した上で、その実現を目的とした事業であり、交付額は定

額（上限３年間、1,000 万円（年基準額）×事業年数）である。なお、地域協議会が実施主体となる

場合、「農村 RMO モデル形成支援」については、「複数集落を含む地域協議会」であることが要件

となる。 

図表 3-1 農山漁村振興交付金と移動支援へ活用可能な事業 1 

     移動支援

への活用 

農 山 漁

村 振 興

交付金 

都市部 都市農業機

能発揮対策 

都市農業機能発

揮支援事業 

  

都市農業共生推

進等地域支援事

業 

  

農 山 漁

村地域 

農山漁村発

イノベーシ

ョン対策 

農山漁村発イノベ

ーション推進事業 

  

農山漁村発イノベ

ーション整備事業 

  

情報通信環

境整備対策 

計画策定事業   

施設整備事業   

中 山 間

地域等 

中山間地農

業推進対策 

中⼭間地農業ル

ネッサンス推進事

業 

中⼭間地農業ルネッサンス推

進⽀援 

 

元気な地域創出モデル⽀援 ● 

地域レジリエンス強化⽀援  

中⼭間地複合経営実践⽀援  

農村型地域運営

組織（農村RMO）

形成推進事業 

農村 RMO モデル形成⽀援 ● 

農村 RMO 形成伴⾛⽀援  

最適土地利

用総合対策 

最適土地利用総

合事業 

  

最適土地利用推

進サポート事業 

  

山村活性化

対策 

   

（出典）農林水産省資料より三菱ＵＦＪリサーチ＆コンサルティングが作成  
 

1 令和 7 年度より「農山漁村発イノベーション対策」は「地域資源活用価値創出対策」に変更となり、事業も

「地域資源活用価値創出推進事業」と「地域資源活用価値創出整備事業」に変更となる。 

https://www.maff.go.jp/j/nousin/kouryu/shinko_kouhukin.html
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図表 3-2 農山漁村振興交付金の生活支援への活用 

 

（出典）農山漁村振興交付金活用ガイド（令和６年４月農林水産省農村振興局） 

 
 
 
 
  

https://www.maff.go.jp/j/nousin/kouryu/attach/pdf/shinko_kouhukin-407.pdf
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(1) 元気な地域創出モデル支援 

○ 「中⼭間地農業ルネッサンス推進事業」の「元気な地域創出モデル支援」は、「農業生産活動を地域

活性化につなげる優良事例を創出するための中山間地農業を元気にする新たな取組等」を行う事

業であり、優良事例の創出とその横展開が求められている。 

○ モデルメニューの１つとして「農村地域における生活支援の取組」が挙げられているおり、実施主体

は、都道府県、市町村または地域協議会であり、地域協議会は単体の集落であっても対象となる。 

○ 対象となる生活支援は、「農用地保全に関する取組や地域資源活用に関する取組」と関連した取組

であり、例えば農用地保全等に資するため、地域住民が当該地域での生活を継続していくための

生活支援（移動支援含む）の実証などを行うことが可能である。 

○ ただし、実施期間の上限は３年間であるため、この期間の中で持続可能な取組となるよう体制を整

えることが求められる。移動支援を実施する際に想定される対象経費としては、例えば「自動車の

使用料」、「自動車等の燃料費」、「事業に直接必要となる臨時雇用に係る報酬、給与、職員手当等」、

「取組の一部を他の者に委託する場合における当該委託に要する経費」、「事業に対する指導・助

言に要する外部専門家等に対する謝礼に必要な経費」などが想定される 2。 

 

図表 3-3 「元気な地域創出モデル支援」の概要 

 

（出典）農山漁村振興交付金フル活用のススメ（令和６年 12 月農林水産省農村振興局）  

 
2 中山間地農業推進対策実施要領（令和 6 年 12 月 17 日改正)（農林水産省農村振興局） 

https://www.maff.go.jp/j/nousin/kouryu/attach/pdf/shinko_kouhukin-447.pdf
https://www.maff.go.jp/j/nousin/tiiki/sesaku/attach/pdf/chusankan_suishin-20.pdf
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(2) 農村 RMO モデル形成支援 

○ 「農村型地域運営組織（農村 RMO）形成推進事業」の「農村 RMO モデル形成支援」は、「地域の

将来ビジョンに基づき、地域コミュニティの維持に資する活動を行う農村型地域運営組織の形成を

推進するための調査、計画作成又は実証に関する取組を支援」する事業である。 

○ 「農村地域における生活支援」が対象となっているおり、実施主体は、「複数集落を含む地域協議

会」である。 

○ 対象となる生活支援は、「(1)元気な地域創出モデル支援」と同様に「農用地保全に関する取組や

地域資源活用に関する取組」と関連した取組であるが、実施に向けては「地域の将来ビジョンの作

成」が必要となる。地域の将来ビジョンは、例えば３か年事業の１年目に当該補助を活用して作成す

ることも可能であり、ビジョンの作成と合わせて地域で生活支援（移動支援を含む）の提供方法を

検討するといった方法が考えられる。 

○ 「(1)元気な地域創出モデル支援」と同様に、実施期間の上限は３年間であるため、この期間の中で

持続可能な取組となるよう体制を整えることが求められる。移動支援を実施する際に想定される対

象経費としては、例えば「自動車の使用料」、「自動車等の燃料費」、「事業に直接必要となる臨時雇

用に係る報酬、給与、職員手当等」、「取組の一部を他の者に委託する場合における当該委託に要

する経費」、「事業に対する指導・助言に要する外部専門家等に対する謝礼に必要な経費」などが

想定される 3。 

図表 3-4 「農村 RMO モデル形成支援」の概要 

 
（出典）農山漁村振興交付金フル活用のススメ（令和６年 12 月農林水産省農村振興局）  

 
3 中山間地農業推進対策実施要領（令和 6 年 12 月 17 日改正)（農林水産省農村振興局） 

https://www.maff.go.jp/j/nousin/kouryu/attach/pdf/shinko_kouhukin-447.pdf
https://www.maff.go.jp/j/nousin/tiiki/sesaku/attach/pdf/chusankan_suishin-20.pdf
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１.２ 中山間地域等直接支払交付金 

○ 中山間地域等直接支払交付金について、移動支援の取組に活用可能な枠組みとしては、「棚田地

域振興活動加算」と「集落機能強化加算 4」がある。 

○ なお、「集落機能強化加算」については、令和７年度からは第 5 期対策（R2～R6）で同加算に取り

組んでいた集落協定を対象に経過措置が設定される見込みである。 

○ 中国四国厚生局管内では、いずれの加算も島根県内の面積が大きい。 

 

図表 3-5 中山間地域等直接支払交付金と移動支援へ活用可能な事業 

    移動支援

への活用 

多面的機能発

揮 促 進 事 業

（日本型直接

支払） 

多面的機能支払

（推進）交付金 

農地維持支払   

資源向上支払  

中山間地域等直

接支払（推進）交

付金 

 

農業生産活動等を継

続するための活動 

（8 割単価）  

農業生産活動等の体

制整備のための取組 

（10 割単価）  

加算措置 棚田地域振興活動加算 ● 

超急傾斜農地保全管理

加算 

 

集落協定広域化加算  

集落機能強化加算 ● 

生産性向上加算  

環境保全型農業

直接支払交付金 

   

 
図表 3-6 加算の取得状況（令和５年度） 

 
（出典）中山間地域等直接支払交付金の実施状況（農林水産省）より、 

三菱ＵＦＪリサーチ＆コンサルティングが作成  
 

4 集落機能強化加算については、令和７年度からは第 5 期対策（R2～R6）で同加算に取り組んでいた集落

協定を対象に経過措置が設定される見込みである。 

(単位:件数､ha)

協定数 面積 協定数 面積

鳥取県 - - 19                433              

島根県 27                426              102              2,577            

岡山県 11                228              30                423              

広島県 3                 44                12                438              

山口県 3                 15                11                297              

中国四国厚生局管内計 44                713              174              4,168            

全国計 366  7 ,070  555  24 ,586  

棚田地域振興活動加算 集落機能強化加算

https://www.maff.go.jp/j/tokei/kouhyou/sankan_siharai/index.html
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○ 「中山間地域等直接支払制度」は、「農業の生産条件が不利な地域における農業生産活動を継続

するため、国及び地方自治体による支援を行う制度」である。平成 12 年度から実施されており、第

1 期対策（H12～H16）、第 2 期対策（H17～H21）、第 3 期対策（H22～H26）、第 4 期対策

（H27～R 元）を経て、現在は第 5 期対策（R2～R6）期間中である 5。 

○ 対象となる地域等は、地域振興立法 6で指定された地域であり、傾斜がある等の一定の基準を満

たす農用地である。対象者は、「集落等を単位とする協定に基づき、５年間以上農業生産活動等を

継続する農業者等」である。 

○ 交付金は、対象農用地の面積等に応じた単価が定められている。交付金は地域の実情に応じて幅

広い使途で活用できるが、使途は予め協定に定めておく必要がある。 

○ なお、市町村は「農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律」に位置づけられた「農業の

有する多面的機能の発揮の促進に関する計画（以下、促進計画）」を作成する必要がある。促進計

画は、協定を締結する上での指針として位置づけられる。 

○ 協定に定める活動内容が、「①農業生産活動等を継続するための活動（基礎単価）」のみの場合は

交付単価の８割、加えて「②体制整備のための前向きな活動（体制整備単価）」を行う場合は交付

単価の 10 割が交付される。 

○ 体制整備単価（10 割単価）を得るためには、「集落戦略」を協定期間中に作成する必要がある。 

 
図表 3-7 中山間地域等直接支払制度の交付単価 

 
（出典）中山間地域等直接支払制度（令和６年４月）（農林水産省） 

  

 
5 平成 27 年度からは、「農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律」に基づいた措置として実施 
6 「特定農山村法」「山村振興法」「過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法」「半島振興法」「離島

振興法」「沖縄振興特別措置法」「奄美群島振興開発特別措置法」「小笠原諸島振興開発特別措置法」「棚田

地域振興法」 

https://www.maff.go.jp/j/nousin/tyusan/siharai_seido/attach/pdf/index-94.pdf
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(1) 集落機能強化加算 

○ 第５期対策では、第４期対策の最終評価で課題とされた、人口減少や高齢化による集落機能の弱

体化、担い手不足等に対応するため「集落機能強化加算」、「生産性向上加算」の新設、および「集

落協定広域化加算」の拡充などが行われた。 

○ 「集落機能強化加算」は、「新たな人材の確保に関する取組又は集落機能を強化する取組」が対象

であり、集落協定農用地のうち交付金の対象となる農用地全てに加算される。ただし、「集落機能

強化加算」の交付を受ける農用地については、「棚田地域振興活動加算」の交付を受けることはで

きない。 

○ 「集落機能強化加算」は、「地域自治機能強化活動」の一環として、高齢者の見回り、送迎、買い物

支援等を対象とすることができる。なお、「集落機能強化加算」は体制整備単価の集落協定が対象

であることから、協定期間中に「集落戦略」を作成する必要がある。 

○ なお、「集落機能強化加算」については、令和７年度からは第 5 期対策（R2～R6）で同加算に取り

組んでいた集落協定を対象に経過措置が設定される見込みである。 

 
図表 3-8 集落機能強化加算について 

 
（出典）中山間地域等直接支払制度（令和６年４月）（農林水産省） 

 

 

 

  

https://www.maff.go.jp/j/nousin/tyusan/siharai_seido/attach/pdf/index-94.pdf
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○ なお、令和３年度において、集落機能強化加算の目標として最も多かったのは、「除雪や買い物等

の生活支援」の 93 協定（20%）であった。 

 
図表 3-9 集落機能強化加算の内容（R3） 

 
（出典）農林水産省資料 

  

https://www.maff.go.jp/j/nousin/tyusan/siharai_seido/s_daisan_5ki/attach/pdf/5-6.pdf
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(2) 棚田地域振興活動加算 

○ 棚田地域振興法に基づき指定された指定棚田地域において、指定棚田地域振興活動計画に基づ

く「棚田地域の振興を図る取組」を行う場合に加算される。 

○ 「棚田の地域振興を図る取組」については、以下の例示の取組を参考に、地域の実態に応じて定量

的な目標及び取組期間を協定に定めて行う取組とされる。また、これらの取組は、認定棚田地域振

興活動計画に定める目標との整合を図ることとされる。 

○ 移動支援への活用としては、「ウ 棚田を核とした棚田地域の振興」について、「棚田地域の集落機

能向上の促進」として高齢者の買物支援等を行う例がみられる 7。 

 

図表 3-10 地域の振興を図る取組（例） 

 

（出典）中山間地域等直接支払交付金実施要領の運用（令和５年４月１日改正） 

 

○ なお、中山間地域等直接支払交付金は、市町村長等が必要と認める緩傾斜農用地（勾配が田で

1/100 以上 1/20 未満、畑、畑、草地及び採草放牧地で 8 度以上 15 度未満）などであっても交

付金の交付対象となるが、棚田地域振興活動加算は、急傾斜農用地（勾配が田で 1/20以上、畑、

草地及び採草放牧地で 15 度以上）のみが対象となる。 

○ また、棚田地域振興活動加算の交付を受ける農用地については、超急傾斜農地保全管理加算、集

落機能強化加算、生産性向上加算のいずれの加算についても交付を受けることができない。 

  

 
7 美土里ネットなたうち振興協議会 

https://www.maff.go.jp/j/nousin/tyusan/siharai_seido/index.html
https://www.chisou.go.jp/tiiki/tanada/shitei/katsudo_keikaku_ishikawa.html
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図表 3-11 中山間地域等直接支払交付金の対象農用地 

 

（出典）中山間地域等直接支払交付金実施要領（令和４年４月１日改正） 

 

 

 

 

 

 

 
  

https://www.maff.go.jp/j/nousin/tyusan/siharai_seido/index.html
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２ 共創・MaaS実証プロジェクト【国土交通省】 

２.１ 概要 

○ 「デジタル田園都市国家構想」などを受け、地域の関係者の連携・協働（共創）を通じ、利便性・生

産性・持続可能性の高い地域公共交通ネットワークへの「リ・デザイン」（再構築）を進めるため、「地

域公共交通の活性化及び再生に関する法律（以下、地域交通法）」が改正された（令和５年４月公

布）。 

○ これにより、「１．地域の関係者の連携と協働の促進」、「２．「エリア一括協定運行事業」の創設」、「３．

ローカル鉄道の再構築に関する仕組みの創設・拡充」、「４．「道路運送高度化事業」の拡充」、「５．

鉄道・タクシーにおける協議運賃制度の創設」、「６．社会資本整備総合交付金の拡充、新たな基幹

事業の追加」などが行われた。 

○ 改正地域交通法では、目的規定に自治体・公共交通事業者・地域の多様な主体等の「地域の関係

者」の「連携と協働」と、国の努力義務として「関係者相互間の連携と協働の促進」が追加されたこ

とを受け、「１．地域の関係者の連携と協働の促進」では、地域公共交通確保維持改善事業の１つと

して「地域交通共創モデル実証プロジェクト」が創設された。令和６年度に「共創・MaaS 実証プロ

ジェクト」と名称を変更し、現在に至る。 

 
図表 3-12 地域公共交通リ・デザイン関係予算一覧 

 
（出典）国土交通省資料  

https://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/transport/content/001620699.pdf
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２.２ 共創・MaaS実証プロジェクト（地域交通法・道路運送法等） 

○ 共創・MaaS 実証プロジェクトは、「（１）共創モデル実証運行事業」と「（２）モビリティ人材育成事

業」、および「（３）日本版 MaaS 推進・支援事業」の３事業で構成されている。 

(1) 共創モデル実証運行事業 

 地域交通を地域のくらしと一体として捉え、その維持・活性化に向け、地域における複数の関

係者の共創（連携・協働）による実証運行やそれを支える仕組みを構築する事業を対象とする。 

 交通事業者等を含む複数の共創主体で構成される協議会や連携スキーム等（「共創プラット

フォーム」）が、補助対象事業者となる。 

 

(2) モビリティ人材育成事業 

 交通に関する知見、交通に関するデータ活用のノウハウ、多様な関係者とのコーディネートを

推進するスキル等を活用しながら、地域の交通が目指すべき姿の実現に向けて、主体的かつ

継続的に取り組む人材を育成する事業を対象とする。 

 
図表 3-13 共創・MaaS 実証プロジェクトについて 

 
（出典）国土交通省資料 

 
  

https://pacific-hojo.com/application/kyousou/
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(3) 日本版 MaaS 推進・支援事業 

 公共交通とそれ以外の多様なサービスを１つのサービスとして、デジタルを活用して提供した

うえで、データの連携・利活用等により地域が抱える様々な課題の解決に向けた取組みを支

援する事業を対象とする（事業自体は令和元年度から実施、令和６年度に「共創・MaaS 実証

プロジェクト」の事業となる）。 

 
図表 3-14 日本版 MaaS 推進・支援事業 

 
（出典）国土交通省資料 

 
 
 
 
 
 
  

https://pacific-hojo.com/application/maas/
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３ 地域交通の人材育成・確保等に活用可能な施策【総務省】 

(1) 過疎地域等集落ネットワーク圏形成支援事業 

○ 過疎地域等の集落において深刻化する医療や福祉対策、日常生活機能の確保などの課題に対応

するため、「集落ネットワーク圏」において、生活の営み（日常生活支援機能）や生産の営み（地域産

業）を振興するために「地域運営組織等」が行う取組を支援する。 

○ 集落ネットワーク圏において、地域運営組織等が住民や各種団体との話合いの結果に基づき作成

した、地域の目指すべき将来像とその実現に向けた方策に係る計画（活性化プラン）に基づき取り

組む事業が対象となり、地域交通に関する取組としては、アプリ等を活用した高齢者の買物支援

や、地域交通の専門的知識を有するアドバイザー・事業者の活用などが考えられる。 

○ 石川県七尾市の「釶打ふるさとづくり協議会」は、農村型の地域運営組織として運営する交通空白

地有償運送であるニコニコ便の増便／デマンド運行の実証実験などが行われた。 

 
図表 3-15 過疎地域等集落ネットワーク圏形成支援事業 
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(2) 地域おこし協力隊 

○ 「地域おこし協力隊」は、都市部から過疎地域等の条件不利地域に一定期間移住した「協力隊員」

が、地方公共団体の委嘱を受けて地域の問題解決や活性化のための活動（地域協力活動）を行

い、その地域への定住・定着を図る制度で、対象経費について特別交付税が措置される。 

○ 北海道美幌町では、公共交通の運転手不足に対応するため、バスの運転手となる地域おこし協力

隊を募集し、２名が路線バスの運転手として活動をしている。 

 

図表 3-16 地域おこし協力隊 

 

出典：総務省資料 
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(3) 特定地域づくり事業協同組合 

○ 「特定地域づくり事業協同組合」は、人口急減地域において、複数事業所で設立した組合で雇用し

た職員を、組合員である事業所に派遣する仕組みであり、対象経費について特別交付税が措置さ

れる。 

○ 事業所単位で見ると年間を通じた仕事がない中で、地域の仕事を組み合わせることにより年間を

通じた仕事を創出する。 

○ 島根県知夫村では、「特定地域づくり事業協同組合」として設立された「YADDO 知夫里島」が移

住者を雇用し、知夫村の交通空白地有償運送を委託する「一般社団法人ぐるーり知夫里島」に２名

の職員を派遣している（その後、２名の職員は「一般社団法人ぐるーり知夫里島」の正社員として就

職している）。 

 
図表 3-17 特定地域づくり事業協同組合 

 

出典：総務省資料 
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(4) 事業承継等人材マッチング支援事業（※令和７年度より） 

○ 「事業承継等人材マッチング支援事業」は、令和７年度からの新規事業であり、事業承継の後継者

となる人材、プロフェッショナル人材、地域企業の事業を支えるスタッフ、介護・交通等の分野の専

門的な資格等を有するエッセンシャルワーカー等の人材を求める地域企業と、多様な人材との間

の効果的なマッチングを支援する。 

○ 市町村から民間事業者へ委託することも可能であり、「人材・事業等に対する調査」や「マッチング

システム、ウェブサイトの構築」、「交流会、ワークショップ等の開催」などの経費が対象となる。１団

体あたり、対象事業費（上限：1,500 万円）の 50％（市町村の財政力に応じて補正）が特別交付税

により措置される。 

 
図表 3-18 事業承継等人材マッチング支援事業 

 

出典：総務省資料 
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第 4 章 他省庁の補助事業等を活用した事例（ヒアリング調査） 

１ 広島県尾道市の「一般社団法人 UMEプロジェクト」 

(1) 概要 

 
(2) 「一般社団法人 UME プロジェクト」設立の背景・経緯 

 広島県尾道市浦崎町は、尾道市の飛び地となっている地域であり、三方が海に囲われ、唯一隣接

する地域は福山市である。２０２４年 9 月では、人口２,７９７人（１,３６９世帯）であり、高齢化率が４

５％である。 

 地区内には食料品店「オンリーワン」が１件、医療機関としてクリニックが 2 件と歯科医院が１件で

あり、小・中学校が１件ずつである。また町内には地域包括支援センター、居宅介護支援事業所、デ

イサービスがある。公共交通は、JR 松永駅に続く県道３８９号線に路線バスが走っていることに加

えて、満越・戸崎地区にある、港から尾道駅に続くフェリーがある。他方で、福山市松永町に隣接し

ており、松永町には総合病院や大型スーパー等の生活基盤が整っていることから、福山市の方へ

生活圏がある。 

 少子高齢化に伴って、子どもの居場所が減少していることや高齢者の孤独死等の諸課題が発生し

ている中で、行政サービスで対応が難しくなっている課題に対して、地域で何かできることはない

かと考えたことがきっかけであった。加えて、社会問題となっている空き家も同時に解消すべく、地

域のプラットフォームとして地域課題に取り組めるものができればと、２０１９年に UME プロジェク

トを設立した。 

 きっかけとしては、高橋氏が地域で何か実施したいと考えている中で、浦崎町公民館の館長から、

尾道市の事業である市民活動支援事業（1 年目 50 万円、2 年目 30 万円、3 年目 20 万円の補

助）として実施されていた集まりに声がかかったことである。この活動では、大学教授を呼んで地域

 町内の少子高齢化に伴って、子どもの居場所が減少していることや高齢者の孤独死等の諸課

題が発生している中で、2019 年に子どもの居場所提供を行う「一般社団法人 UME プロジェ

クト」を設立した。 

 2023 年には高齢者の生活支援を行うための団体として、「高齢社会をよくする女性の会」を

発足し、電球の交換や草むしり等の生活支援を実施した。さらに移動支援に対するニーズがあ

ったことから 2024 年には「ちょこっと応援サポート」として移動支援を実施した。 

 「ちょこっと応援サポート」の実証実験には「地域交通共創モデル実証プロジェクト（国土交通

省）」、子ども居場所作りには「地域における孤独・孤立対策に関する NPO 等の取組モデル調

査研究（内閣府）」や「ひとり親家庭等のこどもの食事等支援事業（子ども家庭庁）」など、幅広

い省庁の補助事業等が活用されている。 
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の将来像を考えながら地域づくりを考えるものであり、これらの活動の中で、アイデアが生まれてき

た。 

 

 

図表 4-1 浦崎町周辺地図 

 

（出典）電子国土 Web（国土地理院）より三菱ＵＦＪリサーチ＆コンサルティングが加工 

 

 その中、尾道市政策企画課からは、市民活動として実施しつつ、地区社協との連携で活動すること

で、新しい地域組織ができないかとアイデアをもらった。UME プロジェクトの立ち上げに際して

は、地区社協は地域の顔をよく把握しており、信頼関係もあるため、立ち上げまでに 3 年間とスピ

ード感をもって設立できた。また実際の設立にあたっては、地区の区長や、地域包括支援センター、

元 JA 職員であった民生委員の会長、他の民生委員の方々が地域のネットワークを保有しており、

地域のキーパーソンであったため、この方々と連携することで進め方を教えてもらったことが大きな

推進力となった。 

 周辺大学との連携として、空き家再生に関しては、福山市市立大学都市経営学部との共同研究に

よって、地域住民の協力でリノベーションを実施した。また尾道市立大学の学生がボランティアで

小学生の学習支援や見守りを実施してもらっている。加えて、広島県立大学保健福祉学科の田中

教授にアドバイザーになってもらい、地域ネットワークセミナー等の実施で地域課題を掘り下げるこ

とも行った。 

 小学生の居場所の提供として小学生の宿題を大学生が教えるような場所を作ることから始め、２０

２０年からは子ども食堂を開始した。他方で、２０２３年９月から地区社協より高齢化に伴って担い

手不足について伺い、「高齢社会をよくする女性の会」を立ち上げた。高齢者の困りごとや相談を

受ける仕組みや、移動支援を行い始めた。 
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 UME プロジェクトには有給職員が 1 名（高橋真理子氏）、無給職員（高橋一朗氏）が 1 名である。

ボランティアは、全員で 20 名が登録されている。また学生ボランティアが県内外の大学から 10 名

程度来てもらっている。 

 
(3) 移動支援サービスの提供の開始 

 「高齢社会をよくする女性の会」で実施している生活支援サービス「ちょこっと応援サービス」で

は、電球交換や草むしりといった生活支援を実施していた。他方で、地区内で実施したアンケー

ト結果や、民生委員に集まる要望では、町内の移動やスーパーでの移動に困っているため、移

動支援へのニーズが多かった。 

 地区としては市に対して公共交通機関をどうにかしてほしいと要望を 10 数年要望してきたもの

の、採算の見通しが立たないことから難しい状況であった。その中で高橋氏の取組が展開され

てきたため、地区としても全面的に支援した。 

 移動支援の実施に向けては、ドライバーの担い手の課題や、保険の課題があったことから、当初

地域では否定的な意見も見受けられた。そのため、保険を掛けたり、福祉有償運送講習を受け

たりとそれらの課題を一つずつ解決し、2024 年 1 月から移動支援の実証運行をスタートし

た。 

 車両については、自家用車を利用してもらっているケースや、防犯パトロール用のワンボックス

カーを無償で貸与してもらっているほか、特別養護老人ホームのデイサービスの車両を無償で

貸与してもらっているため、ガソリン代等のみで移動支援サービスが提供できている。 

 予約においては、民生委員会長や高齢社会をよくする会が窓口となり、引き受けるか判断を行

い、コーディネーターがドライバーへ手配を行う仕組みである。 

 運転者は、講習済みのボランティアドライバーが 8 名おり、送迎前後の付き添いは必要に応じ

て介助ボランティアが同行している。 

 利用料金は、町内は往復 500 円、町外に出る場合は片道 500 円（往復 1000 円）で実施して

いる。この中から保険料やガソリン代を賄っている。実証運行中は、損保ジャパンの移動支援保

険に入っていたが、現在は社協の送迎サービス保障に加入している。 
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図表 4-2 移動支援に利用されている車両 

 
（出典）三菱ＵＦＪリサーチ＆コンサルティングが撮影 

 
図表 4-3 令和 5 年度地域交通共創モデル実証プロジェクト 申請内容 

 

（出典）地域公共交通 共創・MaaS 実証プロジェクトホームページ 

 
 

https://pacific-hojo.com/transport_kyousou/adopter/all-list/report/84.pdf
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(4) 活用した補助事業など 

 内閣府の２０２４年度補助事業「地域における孤独・孤立対策に関する NPO 等の取組モデル調査

研究業務」や、子ども家庭庁「ひとり親家庭等のこどもの食事等支援事業」の補助を活用している。 

 内閣府については上限が 200 万円であり、実費弁償方式となっている。使途に関しては、孤独孤

立の事業につき、昨年度は移動支援にほとんど充て、今年度においては活動全体のため、居場所

マップの作成や有識者セミナー謝金等講師派遣に充てている。また職員 1 名分が給与として出て

いる。 

 また、民間事業者からきりん福祉財団や国民共済からの助成金をもらったり、中国労働金庫等か

らの寄付をもらって活動ができている。 

 移動支援に関しては、「令和 5 年度 地域交通共創モデル実証プロジェクト」を活用した。約９４万

円のうち、8 割が補助される。こちらの使途に関しては、高齢者アンケートの実施や、利用実績デー

タ作成のための PC 購入費用、介助用の電動車いす、損保ジャパンのボランティア保険費用、スタ

ッフのベスト購入費、事務局職員の人件費等に割り当てている。 

 

図表 4-4 左：介助用電動車いす、右：UMEhouse 

 

（出典）三菱ＵＦＪリサーチ＆コンサルティングが撮影 
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２ 島根県知夫村の「協同組合 YADDO知夫里島」 

(1) 概要 

 
(2) 地域の概要 

 島根県隠岐郡知夫村は、隠岐諸島に属する知夫里島を主島とする人口約 600 人の島根県唯一

の村である。 

 島内では、知夫村が「一般社団法人ぐるーり知夫里島」に委託し、市町村有償運送として運行され

るバス・タクシーの他、主に観光客を対象としたレンタカーや E-バイクがある。 

 島は７つの集落（古海、来居、郡、大江、多沢、仁夫、薄毛）で構成されており、島の中心部に位置す

る古海地区には、役場、診療所、歯科診療所、学校、郵便局、商店などが集まっており、各集落から

買い物・通院などのために訪れる人が多い。 

 
(3) 市町村有償運送（バス・タクシー）の概要 

 島内では、且つては民営のバスが運行されていたが、その廃止後は平成 26 年度から村営の定時

定路線のバスが１日１便運行されていた。一方、民間のタクシー会社もあったが、コロナ禍の影響も

あり令和３年３月末に廃業することとなった。 

 タクシー会社の廃業を前に、知夫村では令和２年 11 月より村営バスの便数や停留所を増やすな

どの試験運行を行い、その結果村内の高齢者や島外からの来訪者の移動手段を確保するため、

以前から運行されている村営バスに加え、村全域を対象としたデマンド型のタクシーを運行するこ

ととした。 

 バスとタクシーはいずれも、「一般社団法人ぐるーり知夫里島」に委託する形で、交通空白地有償

運送（村営）として運行されている。 

 村営バスは 100 円の定額料金で、村営タクシーは 10 分までごとに 500 円となっている。島内の

集落間の移動は多くの場合片道 10 分以内で納まるが、1,000 円以上となるケースもある。  

▶ 令和３年３月にコロナ禍の影響でタクシー会社が廃業したことなどから、令和３年４月より知夫

村が「一般社団法人ぐるーり知夫里島」に委託する形で交通空白地有償運送（村営のバス・タ

クシー）の運行が開始された（村営バスは平成 26 年度からあり）。 

▶ そのような中、令和３年 12 月に特定地域づくり事業協同組合である「YADDO 知夫里島」が

設立された。設立当初は、「YADDO 知夫里島」への参加企業は、ホテル・フェリー接岸業務・

水産会社・商店・水産加工会社の５社であったが、その後「一般社団法人ぐるーり知夫里島」も

参加し、２名の移住者の職員を派遣する形でバス・タクシーの運行が行われた。 

▶ その後、派遣されていた職員は「ぐるーり知夫里島」の正社員として雇用され、交通空白地有償

運送のバス・タクシーの運転手として活躍している。 
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 タクシーは登録車両は 10 台（稼働は 5 台程度）、ドライバーの登録は 10 名（実働は４名程度）と

なっている。 

 バスは平日１日５便が運行されている。 

 バスとタクシーの令和５年度の年間延べ利用者数は、バス 2,409 人、タクシー4,461 人である

（別に観光利用が 1,203 人）。タクシーについては、予約システムを構築しており、島民は電話で、

観光客はアプリで予約することが可能になっている。 

 
図表 4-5 乗車地・後者地別のタクシー料金の目安 

 
（出典）知夫村 HP より、三菱ＵＦＪリサーチ＆コンサルティングが作成 
 

図表 4-6 バスの時刻表 

 

（出典）知夫村 HP  

５００円で行ける主な場所（例）
１，０００円以上になる可能性の

ある主な場所（例）

古海地区
来居港、学校前、診療所、郵便

局、 農協、多沢地区など

ホテル知夫の里、仁夫地区、薄毛

地区など

来居・郡・ 大江・

多沢地区
薄毛、仁夫、古海を含む全地区

仁夫地区
来居港、学校前、診療所、郵便

局、農協、 多沢地区など
古海地区、薄毛地区など

薄毛地区
来居港、学校前、診療所、郵便

局、 農協、ホテル知夫の里など
古海地区、仁夫地区など

乗車地

目的地

http://www.vill.chibu.lg.jp/gyosei/life/needs/needs04/333
http://www.vill.chibu.lg.jp/gyosei/life/needs/needs04/333
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(4) 「協同組合 YADDO 知夫里島」の取組 

 「特定地域づくり事業協同組合」は、人口急減地域において、複数事業所で設立した組合で雇用し

た職員を、組合員である事業所に派遣する仕組みである。事業所単位で見ると年間を通じた仕事

がない中で、地域の仕事を組み合わせることにより年間を通じた仕事を創出する（根拠法：地域人

口の急減に対処するための特定地域づくり事業の推進に関する法律）。 

 組合の職員にとっては新たな安定的な雇用環境と一定の給与水準を確保することができるととも

に、地域にとっても組合を活用した移住・定住の促進により担い手の確保につなげることができる。 

 組合の運営経費の 1/2 の範囲内での公費支援（国 1/2、市町村 1/2）があり、①派遣職員人件費

（上限：400 万円/年・人）と、②事務局運営費（上限：600 万円/年）が対象となる。また、別途市町

村負担分を対象とした特別交付税措置もある（措置率 1/2、上限 300 万円）。 

 一事業者での労働時間は総労働時間の８割以内とされ、また派遣職員の稼働率が８割未満の場合

は「①派遣職員人件費」の上限額が稼働率に応じて漸減する仕組みとなっている。 

 

図表 4-7 特定地域づくり事業協同組合の概要 

 
（出典）総務省資料 

 

 知夫村では、近隣の海士町で特定地域づくり事業協同組合が設立されたことなどから、令和３年５

月に村内の企業を対象とした制度の説明会を実施した。その際には、話はまとまらなかったが、そ

の後、複数の企業から問い合わせがあり、5 社（ホテル、フェリー接岸業務、水産会社、商店、水産

加工会社）の参加を得ることができた。 

 組合の事務局長は令和３年１月に、地域おこし協力隊として知夫村に赴任した方が務めているが、

説明会の後、県や中小企業中央会の支援などを受けながら設立に向けた準備を進め、令和３年

12 月に「協同組合 YADDO 知夫里島」を設立した。 

 これまで「YADDO 知夫里島」に参加した職員は６名で、全員が移住者である（うち、２名は祖父母

が出身など所縁のある人）。「YADDO 知夫里島」からの派遣を経験した後、６名のうち、３名が島
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内の企業に就職している。その内２名が、村営のバス・タクシーを運行する「一般社団法人ぐるーり

知夫里島」への就職であった。 

 参加した職員は、20 代～40 代で女性が１名、男性が５名であった。 

 令和６年 11 月現在、組合に参加する企業は農協などを含め 10 社となっているが、派遣先は隠岐

汽船（フェリー接岸業務）と社会福祉協議会の２か所のみとなっている。課題としては、現状では１

日を埋めるだけのまとまった仕事を確保できることが少なく、１日の中で複数の企業に派遣する１

day マルチワークとなることが多い点などが挙げられる。特に、天候により船が欠航するなどの影

響により直前で派遣がキャンセルされることもあり、安定した仕事を確保することが難しい環境にも

なっている。職員の稼働率は、概ね 60％程度となっている。 

 「YADDO 知夫里島」の 2024 年度の交付決定額は、2,777 千円となっている（その他、村から

の上限 2,000 千円の補助金あり）。 

 

(5) 「特定地域づくり事業協同組合」の移動支援への活用 

 「特定地域づくり事業協同組合」は、移動支援に限らず、特に移住者を地域内に呼び込むことによ

り、人口急減地域における様々な事業所の人材を確保するためのスキームの１つである。 

 「協同組合 YADDO 知夫里島」では、組合の職員が地域の企業に就職することを出口として考え

ており、組合で複数の業務に従事する期間を、移住者が様々な仕事を経験して自身の望む仕事を

選択することができる期間としてとらえている。 

 派遣社員として３か月くらい様子を見れば、働く側も受け入れる側も互いに様子がわかって、安心

して採用できる。そういう経緯を経て徐々に島の中で働く人が増えて行けば、当該スキームを活用

した成果ということができる。 

 「協同組合 YADDO 知夫里島」では、派遣先に村営バス・タクシーを運行する「ぐるーり知夫里

島」が含まれており、結果としてバス・タクシーの運転手として働く２名の移住者の就職につながっ

たことは大きな成果といえる。 
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３ 石川県七尾市の「釶打ふるさとづくり協議会」 

(1) 概要 

 
(2) 「釶打ふるさとづくり協議会」設立の背景・経緯 

 石川県七尾市は、平成 16 年に旧七尾市、田鶴浜町、中島町、能登島町の１市３町が合併して誕生

した。釶打地区は旧中島町に位置する、人口約 500 人（約 220 世帯）の地区で、約半数は高齢

者となっており、多くは兼業農家である。地区は 10 の集落から構成されており、耕地の多くは水田

で、現在は「農事法人組合なたうち」など５つの法人で約 145ha の農地を経営している。 

 昭和 56 年に設けられた「釶打むらづくり推進会議」は、生活環境（ガードレールや防火水槽など）

の整備が活動の中心であった。平成 4 年には、それまで議員や公職員のみであった構成員に若者

や女性が加わり「釶打ふるさとづくり協議会」として改組。県外からも多数の人が訪れていた「藤瀬

霊水公園の整備」や棚田を整備しオーナー募集を行うなどの活動を開始した。 

 その後、しばらく活動は停滞していたが、平成 16 年の市町村合併によって地域が取り残されてい

くことに危機感を感じ活動を再開。平成 20 年度には農林水産省の集落機能再編促進事業を活

用して、「釶打ふるさと創生ビジョン」を策定した。 

 「釶打ふるさと創生ビジョン」の中では、ビジョンのサバイバル戦略として、①農業を釶打の産業化

する、②収入の確保を図る、③雇用の場の確保を図る、④増加する高齢者の生きがい対策を図る、

⑤伝統的な祭りと農業を活用して交流・体験のプログラムを作成する、の５つが掲げられた。 

  

▶ 農業の継続や地域の活力低下などに危機感を覚えた有志らが、平成 4 年に「釶打ふるさとづく

り協議会」を設立し、地域づくりを展開。さらに、平成 20 年度の「釶打ふるさと創生ビジョン」の

議論の中で「高齢者向けサービスが必要」との声が上がった。 

▶ 平成 22 年に高齢者の生活支援と、地区内の専業主婦が自立するための事業として、地区内

の高齢者の買い物支援等を行う「ニコニコ便」を開始し、さらに当該事業を行う「NPO 法人な

たうち福祉会」を設立した。 

▶ 「釶打ふるさと創生ビジョン」の策定（H20）には「集落機能再編促進事業（農林水産省）」、「ニ

コニコ便」など生活支援サービスの提供には「中山間地域等直接支払交付金（農林水産省）」の

「棚田地域振興活動加算」と「集落協定広域化加算」、「釶打創生ビジョン」の策定/送迎の実証

実験(R4～R6)には「農村 RMO 形成推進事業（農村 RMO モデル形成支援）（農林水産

省）」、「ニコニコ便の増便」／デマンド運行の検討（R4）には「過疎地域等集落ネットワーク形成

支援事業（総務省）」など、幅広い省庁の補助事業等が活用されている。 

▶ さらに、「NPO 法人なたうち福祉会」はニコニコ便などの生活支援サービスに加え、平成 24 年

度には「なたうちニコニコホーム」（小規模多機能型居宅介護）を開設し、地域の高齢者の在宅

生活を支える幅広い取組が展開されている。 
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図表 4-8 釶打ふるさと創生ビジョンづくりの動機 

 
（出典）釶打ふるさとづくり協議会資料 

 
図表 4-9 釶打の地域振興の方針づくりと実践 

 
（出典）釶打ふるさとづくり協議会資料 

 
 
(3) 生活支援サービスと介護サービスの提供の開始 

 平成 20 年度の「釶打ふるさと創生ビジョン」の策定にあたっては地域づくりの方向性について、外

部の有識者を交えて、地域住民と一緒になった議論が行われた。その際に、農産物のブランド化や

都市との交流の促進といった提案とともに、「昼間に安心して仕事に出かけられるように高齢者向

けのサービスを実施して欲しい」という声が上がった。 



76 

 「釶打ふるさと創生ビジョン」に高齢者サービスの検討が位置づけられたことを受け、平成 22 年

10 月には「NPO 法人なたうち福祉会」を設立し、高齢者の買い物の送迎や買い物代行（ニコニコ

便）、配食サービス、安否確認サービスなどの生活支援サービスの提供を開始した。 

 さらに、平成 24 年 4 月より小規模多機能型居宅介護「なたうちニコニコホーム」を設立した。建物

は閉鎖した保育園を改築している。協議会の事務局長が役場の OB の方であったことなどから、ビ

ジョンの策定や NPO 法人の設立などの事務手続きなどがスムーズに行われている。 

 
(4) ニコニコ便の概要 

 ニコニコ便は、釶打地区の 65 歳以上の高齢者を対象とした買い物同行・代行サービスである。サ

ービス提供が開始された平成 22 年当初は許可・登録不要の運送として実施されていたが、「過疎

地域等集落ネットワーク形成支援事業（総務省）」を受けて実施された「ニコニコ便の増便」／デマ

ンド運行の検討（R4）を機会に、交通空白地有償運送に登録されている（令和４年 8 月より）。 

 送迎の範囲は、旧中島町内と旧田鶴浜町内となっており、買い物同行の料金は旧中島町内が

800 円、町外が 1,000 円となっている。 

 ニコニコ便については、地区内の専業主婦が自立するための事業という位置付けもあり、地区内

の女性が中心となって実施されている。初年度には 67 名（実人数）の利用登録があったが、高齢

者の減少や令和６年１月１日の能登半島地震の影響もあり、令和６年には登録者数は 30 名ほどに

減少している。 

 地震を機に仮設住宅へ移った釶打地区の住民のために、仮設住宅まで迎えに行っていたところ、

仮設住宅で暮らす他地区の住民などからもニコニコ便の利用希望があがるようになった。ニコニコ

便の対象は原則として釶打地区の高齢者であるが、現在は希望する方のお住まいやドライバー確

保の可否などから柔軟にサービス提供を行っている。 

図表 4-10 生活支援サービスの充実 

 
（出典）釶打ふるさとづくり協議会資料 
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 公共交通空白地有償運送の登録の際には、銀行や郵便局、スーパー、コンビニ、ドラッグストアなど

の行先が登録されており、利用者は２～３日前までに行き先を指定して予約を入れる。１回の送迎

で複数か所を周っても、料金は同じ設定となっている。 

 ドライバーは３名で、その日の担当者が専用の携帯電話を持ち直接受け付けを行っている。運行日

は概ね週４日（月・火・木・金）で、１か月では 17 営業日程になるが、１回の送迎で２～３人が相乗り

しており、月の延べ利用者数は 30～40 人程度となっている。 

 ニコニコ便の利用者が要支援・要介護となり、小規模多機能型居宅介護「なたうちニコニコホーム」

の利用者となる例もみられる。 

 
(5) 活用した補助事業など 

① 「中山間地域等直接支払交付金」の「棚田地域振興活動加算」と「集落協定広域化加算」 

 ニコニコ便の運営や見守り、宅配弁当の調理などの生活支援サービスに係る費用の一部について

は、「中山間地域等直接支払交付金」の「棚田地域振興活動加算」と「集落協定広域化加算」が活

用されている。 

 「棚田地域振興活動加算」は、棚田地域振興活動計画が策定された地域であって、協定農用地内

の勾配が田で１/20 以上、畑で 15 度以上である農地（棚田地域振興農地）が対象となるが、釶打

地区では 37ha が対象となり、棚田地域の振興を図る取組を行うことで、370 万円/年の加算が

得られている（10a 当たり 10,000 円が上限）。 

 「集落協定広域化加算」は、他の集落内の対象農用地を新たに含めて協定を締結し、当該協定に

基づく活動において主導的な役割を担う人材を確保する場合（単年度に限る。）又は当該協定に基

づく活動において主導的な役割を担う人材を確保した上で、広域化により実現する農業生産活動

等の継続のための取組を行うことで、200 万円/年（上限）の加算が得られている。 

 実施機構である「美土里ネットなたうち振興協議会」では、この 570 万円の一部を、ニコニコ便の

運営（ドライバーの人件費）や見守り（通信費）、宅配弁当の調理（調理員の人件費）などの生活支

援サービスに係る費用の一部として活用している。 

 なお、「美土里ネットなたうち振興協議会」の「棚田地域振興活動計画」には、棚田を核とした棚田

地域の振興の「棚田地域の集落機能向上の促進」として、「釶打地域の 9 集落で公的団体を組成

し、NPO 法人なたうち福祉会と連携して自動車免許を返上した高齢者等の買物、通院支援サービ

ス等を一層充実させるとともに地域住民の雇用を増やすことで地域住民が安心して暮らせる環境

整備を図る」とされている。 

 

② 農村型地域運営（農村 RMO）と「過疎地域等集落ネットワーク圏形成支援事業」の連携 

 ニコニコ便の車両は、軽自動車１台であったが、買い物後の荷物を載せると乗車できる利用者の人

数が限られるなどの問題があったことから、「過疎地域等集落ネットワーク形成支援事業（総務
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省）」を受けて実施された「ニコニコ便の増便」／デマンド運行の検討（R4）の際にワゴン車（５人乗

り車両）をリースし、翌年に NPO 法人として車両を買い取ることとした。 

 「釶打創生ビジョン」の策定/送迎の実証実験(R4～R6)には、「農村 RMO 形成推進事業（農村

RMO モデル形成支援）（農林水産省）」が活用されている。この「釶打創生ビジョン（令和４年度）」

は令和５年度～令和６年度の２か年計画であり、「過疎地域等集落ネットワーク形成支援事業（総

務省）」を受けたデマンド運行の検討と合わせた実証実験にも活用されている。 

 「過疎地域等集落ネットワーク形成支援事業」を活用して検討されたスマホを活用した「ニコニコ

便」の予約システムの構築は、高齢者が操作を覚えることが困難であったことから実用化は断念さ

れた。一方、その他の取組として、従来は電話で行っていた安否確認を、電球の中にセンサーを入

れて感知する方法に変更し、24 時間以上点灯・消灯されないと、地区内の民生委員にデータが伝

わる見守りの仕組みが構築されている。 

 
図表 4-11 農村型地域運営（農村 RMO）と「過疎地域等集落ネットワーク圏形成支援事業」の連携 

 
（出典）農林水産省資料 
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第 5 章 総合相談会の実施 

· ここでは、中国四国厚生局管内の市町村・社会福祉協議会を対象に実施した、「総合相談会」の議

事概要を整理した。 

· この「総合相談会」は、各市町村・社会福祉協議会等の取組内容や抱えている課題、さらにはその

課題に対するアドバイザーからの助言について参加者間で共有することにより、広くノウハウを共

有することを目的としたものである。 

· この「総合相談会の議事概要」には、各市町村等の課題やそれに対するアドバイザーの助言などが

収録されている。今後に向けて、移動支援・送迎の取組の推進を図る市町村にとっても参考となる

内容と考えられる。 

· なお、内容は総合相談会時点のものであり、令和７年３月時点のものではない。 

 
＜総合相談会の開催概要＞ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

【日時・参加者】 

 日時 参加市町村 

第１回 2024/11/7 (木) 9:00～14:00 倉敷市、益田市、宇部市・宇部市社会福祉

協議会、岡山市 

第２回 2024/11/26（火） 9:00～11:00 広島市社会福祉協議会、防府市 

【場所】 

 Zoom を用いたオンライン会議 

【プログラム】 

１ 本事業の概要など 

２ 参加市町村による取組紹介・課題の共有 

３ アドバイザーを交えたディスカッション 

【アドバイザー】 

 一般財団法人医療経済研究・社会保険福祉協会 医療経済研究機構 

政策推進部副部長 研究部 主席研究員 服部 真治 氏 

 NPO 法人 全国移動サービスネットワーク 

事務局長 伊藤みどり 氏 

 三菱 UFJ リサーチ＆コンサルティング㈱ 

政策研究事業本部 社会政策部 部長 主任研究員 鈴木 俊之 氏 

※服部氏については、総合相談会開催時の所属を記載 
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(1) 第１回交流会（倉敷市、益田市、宇部市・宇部社会福祉協議会、岡山市） 

 
 
 
 
 
 
 

第１回 総合相談会 
 

 岡山県倉敷市 

 島根県益田市 

 山口県宇部市・宇部市社会福祉協議会 

 岡山県岡山市 
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■ 岡山県倉敷市 
 

［倉敷市健康長寿課地域包括ケア推進室 小幡俊輔 氏］ 

 

１．取組概要 

（倉敷市） 

 市内では、総合事業を活用した移動支援の

取組は今のところないが、その他の移動支

援の取組は 7 地域ほどで実施されている。

これら団体に聞き取りすると、担い手や継続

資金の不足が課題とのことである。 

２．課題など 

（倉敷市） 

 地域課題を話し合う場に出てくる方は、元気

で自分で運転できる場合や、家族の送迎が

ある場合が多く、移送の問題を我が事として

考えにくい印象がある。地域住民の巻き込

み方を教えてほしい。 

 また、市役所内での関係部署との調整など

連携の仕方についてもアドバイスしてほしい。 

 たとえば、「南浦・岩谷ふれあい号」という取

組があり、近くの社会福祉法人が運転手と

車両を提供してくれている。担い手不足の

課題もあるので、こうした地元企業が協力し

てくれる取組を拡げていけないかと考えて

いる。 

 なお、「南浦・岩谷ふれあい号」の立上げを

検討する際、地区内を４本/日程度運行して

いる路線バスとの競合を避けるため、ルート

設定は注意して行う必要があった。 

 交通担当部署が作成した基本的な方針を基

に、その中で民間サービスでは賄えない部

分を住民でカバーする形が本来と思ってい

るが、地域公共交通会議や地域会議に積極

的に出ていくべきか考えている。 

（IHEP 服部） 

 庁内連携を考える前に、まずはどういった高

齢者をターゲットとするか。元気な人は自家

用車を使うし、要介護状態の人は福祉有償

運送のようなものになるので、その間の要支

援やフレイルの人が中心となるだろう。そうし

た人たちの支援について、地域公共交通会

議で話題になるか？ 

（倉敷市） 

 地域公共交通会議はすべての人が対象な

ので、高齢者はなかなか話題にならない。バ

ス停まで来てくれる人が対象と思う。 

（IHEP 服部） 

 そうであれば、バス停まで来られない人の

議論は健康長寿課がリードする方が良い。 

 「移動手段がないから買い物に行けないた

め、仕方なくヘルパーさんに買ってきてもら

う」「出かけることが難しいので、デイサービ

スに行っている」などといったことはあるか？  

（倉敷市） 

 そういうことはあると思う。 

（IHEP 服部） 

 自由に行きたいときに行くことができていな

い人に対して、総合事業を通じて支援できる

ようになった。また、移動支援の団体も支援

できるようになった。 

 移動支援を通じて、介護保険給付を抑え、

その分を SC や団体に回せることになる。こ

のバーターのロジックが大事である。 

（倉敷市） 

 生活支援体制整備事業の効果をどう示して

いくかは、課題として認識している。 

（IHEP 服部） 

 私はちょうどいま他の自治体に関わっており、

財政課と折衝中である。そこでは新しい取

組により 80 人程度がヘルパー・デイを使わ

なくなる予定だ。一般的には 5 万円/月程度
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がヘルパー・デイの費用として使われている

ので、合計で 80 人×60 万円/年を浮かせ

ることができるという試算になる。これを補

助に回せるのではないかと折衝している。 

（倉敷市） 

 生活支援体制整備事業の主な目的は、元気

な高齢者の活動支援と認識していた。これ

からはフレイルや要支援の方の支援の役割

もあるということを理解して、事業に取り組

みたい。 

（IHEP 服部） 

 倉敷市の SC が作成するハンドブックは拝

見している。高齢者の介護予防の観点で高

齢者にも生きがい・役割を持ってもらうのは

大事である。 

 また、社会福祉法人との連携も SC の役割

である。その交渉等にもコストがかかるが、

その費用の捻出にも同じロジックを使う。従

前相当サービスを減らすことができるという

理屈である。 

（倉敷市） 

 現状でも、団体への補助制度はあるが要件

が厳しいと聞く。その辺りを見直していかな

いといけないと感じている。 

 ガイドラインが変わって色々なことができる

ようになったことも知ったので、市として良い

方法を考えていきたい。 

（IHEP 服部） 

 地域には、要介護認定を受けてないが運転

もできない人がたくさんいる。以前は「案分

ルール」もあったが、今回の改正で要支援者

等を対象とした補助であれば、その他の人

が利用しても案分は不要となった。それによ

って団体も楽になったし、自治体も新しい取

組を始めるチャンスである。 

（倉敷市） 

 当市では医療・福祉施設が充実しており、地

域包括支援センターの職員からすると、事業

者につないだ方が楽という背景がある。職

員にどう伝えていくか。 

（IHEP 服部） 

 1 割負担のため、高齢者にとっても事業者に

とっても楽なので理解してもらえない。うまく

いっている自治体は、対象者をアセスメント

して、弱い部分を引き上げるためのルールを

つくっている。総合事業は予算事業なので、

要望をすべて聞くことはできない。 

（移動ネット 伊藤） 

 ７つの移動支援の取組のうち、コミュニティ

協議会がベースになっているところはどこか。

また、SC が関わっているところはどこか。や

はりベースとなっている主体と連携していく

事が重要と思ったので教えてほしい。 

（倉敷市） 

 コミュニティ協議会がベースになっているの

が３つ、１つは個人、残りは社会福祉法人が

独自に対応している。 

 今後は総合事業を活用して使いやすいもの

にしていきたい。 

（移動ネット 伊藤） 

 総合事業の趣旨を交通担当部署に伝えると、

ターゲットが違うと理解して頂ける。実際は

元気な人も使うことはあるが、趣旨が違うと

いう事を説明すればよい。 

 こうした説明は SC だけでは難しく、健康長

寿課から説明した方が良い。団体や SC に

対して、健康長寿課が総合事業の趣旨の説

明をする場に交通担当を招くような形が良

いと思う。交通担当の取組の中で移動支援

の位置づけを探すような話になると、ややこ

しくなる。市民活動推進課も同様だ。 

（MURC 鈴木） 

 人手不足については、団体が独自に募集す

るよりも市で募集する方が集まりやすい傾

向がある。 

 そのほか、生活支援の取組を行っている団

体について、活動範囲を移動支援にも広げ

てもらえる可能性はある。 
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■ 島根県益田市 

 
［益田市高齢者福祉課 平原敦子 氏 鎌谷真由美 氏］ 

 

１．取組概要 

（益田市） 

 市内では、種地区と中西地区で総合事業を

活用した移動支援の取組が行われている。 

 バス停まで行けない高齢者や、月に複数回

診療所に行く人を支援する仕組みを作りた

い。 

 現在の補助要綱では、事業対象者・要支援

１・２を対象としているが、限定しないで困り

事を感じている人を対象にできればと思う。 

 

２．課題など 

（益田市） 

 地域の移動の課題が、具体的に挙がってこ

ない。また、既存の訪問Dを前提に考えがち

である事が課題だ。 

 その他、地域での話し合いのポイントや、ガ

イドラインの解釈についても教えてほしい。 

（MURC 鈴木） 

 訪問Ｄのケース１・２について、これは８月の

実施要綱等の改正で区別がなくなった。補

助できる間接経費の内容も幅広くなった。行

先も病院等に限定されない。 

 ただし、益田市の既存の補助要綱は「対象

者一人千円」という形なので、利用者の人数

に比例して補助額が増える形になっている。

そうではなく、要支援者等を対象に実施する

活動全体に対して間接経費を補助する形に

することで、その他の利用者も利用できる仕

組みにできる。 

（IHEP 服部） 

 今回のガイドライン改正では、従前相当サー

ビスを減らす事が強く出されている。「本当

は自分で買い物に行きたいが、手段がない

のでヘルパーを使う」という人を、多様なサ

ービスで支援する。高齢者は状態が変化す

るし、要介護認定を受けていないフレイルの

人もいるので、そうした人も含めて対応する

ことが求められている。 

 このため、補助の要件は緩和された一方で、

従前相当サービスを使う人を減らさないと

成り立たない仕組みになった。 

（益田市） 

 益田市では従前相当サービスを使っている

人が多い。通いの場があっても、そこに全員

が行けるわけではない。どうやって従前相当

サービスではない形でそちらに進めるのか。 

（IHEP 服部） 

 ガイドラインでは「食品の加工や農作業」など

と書いてあるが、すぐにそれができるわけで

はない。その途中が必要だ。 

 アセスメントとリハ職との連携が重要とされ

ている。新規で要支援者等となったら、すぐ

にヘルパー・デイにつなぐのではなく、アセス

メントして、機能が低下した状態から引き上

げることを目指す。 

 ケアマネジメントＢでは加算が設定できる。

地域包括支援センターの負担が増えた分を、

この加算で対応する事をイメージしている。 

（益田市） 

 短期集中予防サービスは利用者があまりな

く、その理由が、終了後の行先がないからの

ようである。そのため、行先である通いの場

を作ることが先ではないかという意見もあり、

難しさを感じている。 

（IHEP 服部） 

 それは運動・筋トレを中心とした古いタイプ

ではないか。これではうまくいかない。 
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 ICF（国際生活機能分類）という言葉もある

が、高齢者だから筋トレ、というのはおかし

い。日々活動していれば筋肉は使われる。

活動量が下がって家で閉じこもっているか

ら筋肉が衰える。 

 そのため、閉じこもりならなぜ閉じこもった

のか。活動が落ちた理由を突き止めて、それ

を回復していく方法を考える。そのためには

移動支援が非常に重要である。 

 受け皿を作ろうとすると、どうしても全員が

何となく良いと思うものになってしまい、一

人一人のニーズと合わないことになる。 

（益田市） 

 「通いの場等と別団体が行う場合は訪問Ｄ

のケース２」という原則があったと思うが、こ

れは変わらないのか。 

（移動ネット 伊藤） 

 本省からは「類型を分ける必要はない」とい

う説明を受けた。以前は例示があった方が

良いという事で示されていたが、改正後は

訪問 D のケース１とケース２で補助できる費

用は同じになった。また、補助のみならず委

託も可能になった。 

 益田市の訪問Ｄの要綱はどのような形か？ 

（益田市） 

 改正前のガイドラインの通りで、買い物・通

院の送迎前後の付き添い支援、通いの場等

と同じ団体、もしくは別団体による送迎、が

ある。 

 これらは別々の要綱になっていたが、今の話

を聞くと一本化しても良いように感じた。 

（IHEP 服部） 

 委託は個々に仕様書を作らないといけない

が、補助は一本化しても良いと思う。 

（移動ネット 伊藤） 

 定額の補助にする場合、団体ごとに、家賃の

有無、通いの場の運営状況などで、経費に

差が出てくる。これらを事前にリサーチして、

細かく費目を積み上げていく必要がある。 

（IHEP 服部） 

 大事なのは必要な補助を出すこと。ヘルパ

ー・デイは、１人でも年間数十万円がかかる。

それを移動支援に回すわけなので、財源と

しては十分にある。 

（移動ネット 伊藤） 

 行先は通いの場でなくても、買い物でも構

わない。移動支援があることで、新しい行先

ができることもある。 

（益田市） 

 話を聞いて、我々は通いの場にこだわり過

ぎていたと思った。特に何も作らなくても、元

通りの生活に戻すことが卒業と考えても良

いと思った。 

（IHEP 服部） 

 従前相当サービスを減らすためには多様な

サービス・活動が必要で、そのためには SC

の役割が大きい。こういうロジックで財政課

に説明してほしい。 

（益田市） 

 効果が出るまでの初期投資はどうしたらよ

いか。今までヘルパー・デイを使っていた人

についてはどうするのか。 

（IHEP 服部） 

 初期投資はインセンティブ交付金を使う。 

 一度でもヘルパー・デイを使ってしまうと多

様なサービス・活動に移行することは難しい。

ヘルパー・デイの仕事は急には無くならない

ので、その間に重度の人にシフトして行って

もらう。 

（MURC 鈴木） 

 補助金の額は、多いところで１団体当たり年

間１50 万円程度である。 

（益田市） 

 車両維持は団体が負担しているが、重荷に

なっていると聞く。これを補助で賄うことが

できれば楽になるはずだ。 
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■ 山口県宇部市 

 
[宇部市高齢福祉課 内田明美 氏 伊藤淳 氏 河村敬寛 氏、 

宇部市社会福祉協議会 石﨑輝正 氏 島田俊雄 氏 山田芳徳 氏] 

 

１．取組概要 

（宇部市） 

 宇部市ではヘルパー・デイの利用が右肩上

がりの中で、通所型サービスＣ（以下、Ｃ型）

の実施を計画している。Ｃ型の準備で手一

杯であり、Ｃ型を卒業した後の移動支援につ

いては手が付いていない。 

 市の北部は高齢化率が高く、人口密度も低

いので移動が課題となっている。デマンド型

もあるが、交通事業者との関係で不便な形

になっている。 

 宇部市では「高齢者バス優待乗車証」という

制度があり、1 乗車 100 円でバスが利用で

きるが、効果を示すべきと指摘されている。 

 また、バス・鉄道のない地域で「地域内交通」

を運行している。 

（宇部市社会福祉協議会） 

 地域内交通はあるが、不便の声を聞いてい

る。そこで住民主体の移動支援も考えられ

るが、既存のバスとの兼ね合いもある中でど

うしたらよいか、アドバイスを頂ければと思う。 

２．課題など 

（MURC 鈴木） 

 頂いたシートでは「高齢者の生活実態に合

わせた移動手段が必要」などと書かれてい

るが、これは地域内交通の課題か？地域内

交通を充実させるという考え方については

いかがか？ 

（宇部市） 

 地域内交通の課題である。 

 地域内交通の充実に向けては、既存のバス

との兼ね合いが課題である。地域内交通は

基本的に結節点までで、結節点から先はバ

スに乗り換えてもらうことになるが、住民か

らは直接目的地に行きたいという声が聞か

れる。 

 既存バスとの関係があり、基本的な方針を

変えることが難しい。 

（移動ネット 伊藤） 

 利用者数や乗継利用の状況を教えてほしい。 

（MURC 鈴木） 

 デマンドバスの委託費も教えて欲しい。 

（宇部市） 

 利用者数は、４地区で延べ年間 1,200～

1,300 人である。 

 その多くは地域内のスーパーやクリニックへ

の利用であり、乗り継ぐ利用はほとんどない。 

 委託費は、４地区で２.５00 万円である。 

（MURC 鈴木） 

 1 人１回当たりの輸送費が２万円くらいかか

っている計算になる。 

（宇部市） 

 北部地域にタクシー事業者がいないので、

南部のバス会社から運転手に行ってもらっ

ている。 

（MURC 鈴木） 

 北部にタクシー事業者がいないなら、競合

は無いのではないか。バス会社との調整が

できれば良いと思う。 

 輸送コストの観点からも、見直しを検討した

方が良いと感じる。 

（宇部市社会福祉協議会） 

 北部では他市に行く方が近い場合もあり、

その点で利用者が少ないということもある。 

 また近隣・家族の送迎でなんとかなっている

部分もある。 
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（移動ネット 伊藤） 

 近隣・家族の送迎について、今後の見通しは

いかがか。 

（宇部市社会福祉協議会） 

 今は大丈夫だが、５年後は不安という声はよ

く聞く。 

 将来に向けて、移動支援の話も出つつある

が、我々にノウハウがないため、例えばお金

を受け取って良いかなどの質問に対して具

体的な回答を出せていない状況である。 

（移動ネット 伊藤） 

 もし利用者から貰うお金について、具体的な

事が知りたいのであれば、全国移動ネットに

連絡してほしい。 

（宇部市） 

 現在、当課で検討しているＣ型は市内全域

（10 カ所程度）の予定で、送迎が付いている

ため、ひとまずはそちらで対応する。いまは

Ｃ型を軌道に乗せることが目標である。 

（MURC 鈴木） 

 Ｃ型で短期的に改善したとしても、その後の

日常生活を維持するための移動手段がない。

デマンド型も所管が違う中で、何とか住民で

対応できる方法があれば教えてほしいとい

うことと理解した。 

 北部地域に、生活支援を行う団体はないの

か？ 

（宇部市社会福祉協議会） 

 市内ではいま９団体が生活支援を行ってい

る。ゴミ出し、草刈り、買い物代行などだ。移

動支援まで広げている団体もいるが、民業

圧迫を気にしてあまり大々的には宣伝して

いない。 

 南部でも移動支援のニーズはある。 

（MURC 鈴木） 

 許可・登録を要しない輸送の事例は、民業を

圧迫するほどの規模にはならない。 

 生活支援を行う９団体が、移動支援を行う

団体の候補になる。地域にニーズがあって

団体もやる気はあっても、車両の問題などで

躊躇しているケースはある。その辺りを聞き

取って、課題を一つ一つ解決していくと良い

と思う。 

（移動ネット 伊藤） 

 ターゲットについても気にすると良い。タクシ

ーに乗るだけでいい人と、付き添いが必要

な人では違う。ターゲットが異なれば、公共

交通の空白地域でなくても実施可能である。 

（IHEP 服部） 

 Ｃ型というのはリエイブルメント型のこと

か？それであれば忙しいのはよく分かる。 

 地域の移動支援は、困っている人がいなけ

れば必要ないし、あれば必要となる。「あの

人困っている」という声が増えてくると、「何

とかしたい」という雰囲気ができてくるので、

そこで行政等が支援の制度をつくって対応

していくというのが標準的な順番である。 

 行政が勝手に制度をつくると上手くいかな

い。そのためどうしても時間がかかる。 

 Ｃ型に間に合わせるなら、今あるデマンド型

を工夫する方が良いだろう。 

（移動ネット 伊藤） 

 デマンド型を、通いの場の時間帯に合わせ

るという方法はある。その一方で、生活支援

の団体も育てていく必要があるのだろう。 

（IHEP 服部） 

 ニーズをまとめるのは SC の役割である。た

とえば移動販売のニーズをＳＣでまとめると

いう事例はある。これは市役所では難しい

ので、ＳＣの出番になる。 

（MURC 鈴木） 

 デマンド型は色々制約があると思うが、これ

を活用して通いの場に行けるようにすること

は良いと思う。 

（宇部市） 

 デマンド型は交通担当が所管なので、今日

聞いた話を受けて見直しを考えていきたい

と思った。 
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■ 岡山県岡山市 

 
[岡山市地域包括ケア推進課 窪田美智恵 氏 片山幸美 氏 光平基海 氏] 

 

１．取組概要 

（岡山市） 

 岡山市では、大規模な公共交通の再編を計

画している。また、コミュニティバスや生活交

通（デマンド型）が一部地域で実施されてい

るが、時間帯が合わないといった問題の声

が聞かれる。 

 市内では、移動支援に取り組んでいる地域

が３つあり、高齢化・担い手不足が課題であ

る。コーディネーターも、電話がかかってくる

ことを負担として成り手不足である。 

 団体にヒアリングしながら移動支援団体を

補助する「おでかけ応援隊補助金」を作った。

我々の移動支援としては付き添いを前提と

しており、公共交通と区別をしている。 

 市内には困り事支援をしている団体が14団

体あり、移動支援に拡げてほしいと考えてい

る。そのほか、地域で移動支援に関心のある

人や社会福祉法人もあるので巻き込んでい

きたい。 

２．課題など 

（MURC 鈴木） 

 「おでかけ応援隊事業補助金」の活用状況

は如何か。 

（岡山市） 

 ３団体のうち、１団体は別の補助金を使って

いるため難しい。２団体には申請書を渡して

おり、「書きます」と言ってくれている（2024

年 12 月に１団体から申請あり）。 

 生活支援一体型でやっている団体について、

「おでかけサポート」が別料金になっていて

も大丈夫か？ 

（移動ネット 伊藤） 

 大丈夫になった。国交省の「道路運送法にお

ける許可又は登録を要しない運送に関する

ガイドラインについて」にも、付き添い支援が

メインであれば、料金が別建てになっていて

も問題ないと読める。 

（岡山市） 

 生活支援一体型で移動支援を実施している

団体について、他の生活支援と同じ 30 分

300 円でやっているが、もう少し高くしたい

という意見がある。他のサービスと違う料金

体系にしても良いという事か。 

（移動ネット 伊藤） 

 付き添いがメインとなっていれば、移動支援

だけ値上げしても問題は無い。 

（岡山市） 

 その他にも、専門職が立ち上げた生活支援

と通院支援を行う団体がある。生活支援を

利用している人は通院１回 500 円、移動支

援のみの人は 1,000 円からで見積する、と

している。 

（移動ネット 伊藤） 

 金額は決まりがないので何とも言えない。状

況に応じて見積もること自体は問題ない。 

 しかし、もし距離（または距離制とほぼ同義

の時間制）に応じて値段が上下するのであ

れば、「運送の対価」とみなされる可能性は

ある。「ガソリン代等実費」なら良いが、距離

に応じて人件費が増えるのは問題がある。 

（MURC 鈴木） 

 付き添いの対価は定額にして、距離につい

てはガソリン代等実費、というのが分かりや

すい料金設定と思う。 

（岡山市） 

 岡山市では、法人から補助の申請受付はし

ておらず、基本的には住民団体への補助の
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みと割り切って設定している。 

 そうした中で、団体から法人に協力を依頼

する際に、ガソリン代実費のみで良いと言っ

たり、車両と運転手を付けるのでもう少しと

言ったりと、地域によって異なると予想でき

る。そうした場合、住民団体にどのように補

助したらよいか、利用料はどう考えたらよい

かなどについてアドバイス頂けないか。 

（移動ネット 伊藤） 

 「基準額」など費目を限定せずに補助するの

であれば、それをどのように使うかは団体次

第である。対象経費として認められない費

用でなければ法人に渡っても問題ない。 

 法人から「これではドライバーの負担が大き

い」と言われたら、その時に市に増額を相談

したり、利用者からいくらもらうか、などと対

応を考えるのが基本である。ただし「ドライバ

ーの人件費」という名目では問題があるの

で、会費制とするなどとして集めて、法人に

寄付するという地域もある。 

（岡山市） 

 現在の岡山市の補助対象を「コーディネータ

ー人件費」としており、コーディネーターしか

もらってはいけないような名称になっている。

団体がどのように使っても良いなら、もう少

し曖昧な名称にすることは可能か？ 

（移動ネット 伊藤） 

 問題ない。八王子市では基準額を月３万円

としている。コーディネーター人件費を想定

しているが、領収書は提出を求めておらず

団体が自由に使っている。ほかにも「送迎体

制づくり加算」という名称にして定額で加算

することも考えられる。 

（岡山市） 

 移動支援だけではなかなか続かないところ

があると思うが、生活支援の一部として移動

支援を位置付けた補助をしているところは

あるか？ 

（MURC 鈴木） 

 むしろその方が多いのではないか。例えば

電球交換なども含めた活動全般に対して、

奨励金なども含めて一括の補助もできる。

その中でどう分配するかは、団体に任せる。 

（移動ネット 伊藤） 

 訪問Ｂで出す場合が多い。 

 ガイドラインの改定前は要支援者等が半分

以上といった制約があったので、生活支援

をメインに補助し、移動支援は加算で上乗せ

するというケースが増えていった。ガイドライ

ンの改定で柔軟に補助することが可能にな

ったと思う。 

 島根県の安来市は昨年度、訪問 B を軸に要

綱改正したので参考にできると思う。 

 対象がはっきりしていれば「従前相当サービ

スからの置き換えによる市負担低減」など予

算要求に使いやすい。 

（MURC 鈴木） 

 各務原市では、一般介護予防で生活支援を

行っている。タクシー会社と自治会が契約し

て、複数の人の行先や利用時間を自治会で

取りまとめてタクシー会社に配車依頼する

仕組みだ。 

（岡山市） 

 来年度に改定する補助要綱について、運転

講習費用について勉強会参加者に感触を聞

いたところあまり関心を持たれなかった。 

（移動ネット 伊藤） 

 「住民がやるのは無理」「ボランティアは私た

ちで最後」という人たちに対しては難しい。や

ってみようと思う人を後押しする形がよい。 

 もし無理ということなら、どこまでならできる

かを探るのが良い。3km なら良い、近所の

人なら良い、など出てくるかもしれない。 

 岡山市の補助要綱を見ても、組み立てが悪

いものとは思わない。 

 地域の単位や、社協と運転手が直接連携す

るとか、地域や運転手がやりやすい単位や

環境を整えることが重要だと思う。 
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(2) 第２回交流会（広島市社会福祉協議会、山口県防府市） 

 
 
 
 
 
 
 

第２回 総合相談会 
 

 広島県・広島市社会福祉協議会 

 山口県防府市 
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■ 広島市社会福祉協議会 

 
[広島市社会福祉協議会 杉菜摘 氏 勝部直昭 氏] 

 

１．取組概要 

（広島市社会福祉協議会） 

 地域には移動支援に係る課題があることが

分かっており、何ができるかを考えている。 

 広島市には地域運営組織「ひろしま LMO

（エルモ）」というものがあり、我々はその立

ち上げ支援をしている。ひろしまLMOとして

認定された地域はひろしま LMO 運営助成

金を活用することができ、比較的幅広な目

的に使える助成金であり、これを移動支援に

使えないかと検討している。 

 我々としてはこの助成金を使って地域の運

転手に謝礼金を渡せないかと考え、中国運

輸局に相談に行った。そこでは法的に問題

ないと言われたが、更に良くするためにアド

バイスを頂きたく参加した。 

 

２．課題など 

（MURC 鈴木） 

 どこか具体的な地区のイメージはあるの

か？ 

（広島市社会福祉協議会） 

 広島市は広いので地区によっても状況が違

うが、自身が関わっている地区は、比較的市

街地に近いが坂のある地区である。団地内

にバス路線はあるが、買い物や地区社協の

サロンに行くにあたって近すぎて使いづらい

という地区である。そこで、住民同士の乗り

合わせが定期的に発生しているようだ。その

ような取組について、何か具体的な仕組み

づくりができないかと考えている。 

（MURC 鈴木） 

 「ひろしま LMO」を使った移動支援の取組

の事例はあるのか？ 

（広島市社会福祉協議会） 

 移動支援の取組は今のところない。ただし広

島市１４０地区のうち、５０地区以上で「ひろし

ま LMO」が活動している。 

 「人件費」と「活動拠点維持管理・運営費、地

域課題を解決するための事業への支援」と２

つの枠があり、それぞれ最大 300 万円/年

となっている。 

 地域課題解決が目的の制度ではあるが、実

際はお祭りなど地域交流を盛り上げるような

目的に使われていることが多い。 

 今まで地区社協が担っていた事業を地域に

移していくという段階であり、高齢者向けの

事業はこれからという段階だ。 

 ぜひ使ってほしいため、こちらでモデルをつ

くって提示したいが、道路運送法に抵触しな

いかなど慎重に進めているところである。 

（MURC 鈴木） 

 こちらから提示するのも良いが、逆に地域に

どういうことならできるかを聞いてみるとい

うやり方もある。 

 先進事例を一つつくって、カスタマイズしな

がら横展開するのが進めやすいと思う。 

（広島市社会福祉協議会） 

 実はすでに提示するモデルのパターンをいく

つかつくってある。 

 ひろしまLMOのある地区に対して助成金を

支払い、その中から要支援者を輸送するボ

ランティアに対して謝礼金や車両リース料、

自動車保険代、ガソリン代等を支払うもので

ある。 

（MURC 鈴木） 

 問題は無いと思うし、運輸局の確認ができ

ているのであれば大丈夫だろう。 
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 問題があるとしたら、運送に対する反対給付

が特定される可能性があることか。助成の

対象を、運転手人件費に特定しない方が良

いだろう。 

（広島市社会福祉協議会） 

 もう一つのパターンが、ひろしま LMO の事

務局員に対して助成する形だ。 

（MURC 鈴木） 

 その事務局員は運転だけするわけではない

のなら問題ない。 

 対象者が「要支援者」となっているが、どうい

う対象者を想定しているか。 

（広島市社会福祉協議会） 

 ひろしまLMO自体は、地区に住む人全員が

対象である。移動支援は高齢者が中心にな

ると思うが、高齢者以外にも広げられると良

いと考えている。 

（IHEP 服部） 

 法的に問題がないかと言われれば、今回ご

提示のものは問題ないと思う。 

 しかし我々の経験では、仕組みから入ると上

手くいかないことが多い。地域のご意見を聞

いたり、ニーズ調査をしたりしてから進めた

方が良いと思う。 

 上手くいくかどうかはやってみないと分から

ない。その意味では一度やってみて問題が

出てきたら相談してもらえればと思う。 

（MURC 鈴木） 

 神石高原町は、サロン送迎に課題意識をも

っており、ニーズ調査などもしている。仲間

同士の乗り合わせがあるか、乗り合わせに

対して行政支援があれば良いのか、といっ

たことなどを調べた。 

 その結果、事前に移動支援が必要な人を調

べておいて、サロン等が開催される当日に乗

り合って送迎するような仕組みを構築した。

こうした仕組みについても、担ってくれる人

がいるかどうかなどで制度設計は大きく変

わってくるため、現場の声によって制度を調

整して行くのが良いと思う。 

（広島市社会福祉協議会） 

 防府市の自由ヶ丘地区では移動支援の取

組をしていると新聞で読んだ。こうした事例

はないか？ 

（移動ネット 伊藤） 

 ひろしま LMO で、地域で事務局を担うのは

どのような人か？ 

（広島市社会福祉協議会） 

 住民や、事務局を担う地域の職員のような

人である。 

（移動ネット 伊藤） 

 自由ヶ丘自治会には視察など行かれると良

いと思うが、ひろしま LMO の助成規模では

ないと思う。 

 まちづくり協議会で良く紹介するのは、倉敷

市の「乙島ボランティアらんらん」である。コ

ミュニティ協議会が担っているが、その事務

局の建物があって職員がいて、運転手は無

償ボランティアである。事務局職員がサービ

ス調整し、週３便運行している。 

 他のアドバイザーからも話があったが、やは

り構築のプロセスの方が大事だと思う。「乙

島ボランティアらんらん」では、ワークショッ

プを何度か開催して、自分たちが何をやりた

いかを見極めていった。１年以上かかったは

ずだ。役員だけでなく、地域全体でワークシ

ョップをしたり、運転講習などもやると、盛り

上がってくる。 

（防府市） 

 防府市の自由ヶ丘地区では、自治会費で賄

っている。事務局は自治会が担っており、車

両も自治会が購入して、ボランティアが週３

回運行している。対象者は限定しておらず、

子どもも乗ることができる。 

 訪問ＢやＤが使えないかという相談はあった

と思うが、自治会長が市議会議員であるた

めその方が積極的に動いたような形だ。 
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■ 山口県防府市 

 
[防府市高齢福祉課 河津雅俊 氏] 

 

１．取組概要 

（防府市） 

 市の郊外部では「幸せます健康くらぶ」など

活発な動きがある。 

 一方で、市街地近郊の住宅地では、働いて

いた人が高齢化して今後移動に困るケース

が増えると予想している。しかし、市街地の

地域住民はまだ危機意識が低いため、支え

合いの活動には至っていない。 

 総合事業ではなく、子供なども使えるような

仕組みとしていきたく、グリーンスローモビリ

ティ（グリスロ）の取組にも興味がある。 

 

２．課題など 

（MURC 鈴木） 

 支え合い活動を実現するためには、地域で

課題を共有しないといけない。そのためには

話し合いが必要と思うが、如何か。 

（防府市） 

 話し合いしていくべきと思うが、一方的に

「助け合いしていきましょう」と持っていくの

ではなく、「こういう場を用意しています」と

いう形の方が良いと考えている。 

（MURC 鈴木） 

 グリスロに興味がある理由は？ 

（防府市） 

 土日は商業施設周辺が混んでいる。将来的

には、高齢者以外にも使えると良いと思う。 

（MURC 鈴木） 

 グリスロを走らせたとしてもすぐには利用者

が増えていかないだろう。 

 困っている人が何に困っていて、どのくらい

の人数か把握することが重要だ。それによっ

ては支え合いだけでなく交通事業者と連携

することも必要だろう。 

 「将来困る」と言われても住民はピンとこな

いと思うので、まずはニーズ調査をした方が

良いと思う。 

（IHEP 服部） 

 松戸市のグリスロは有名だが、なぜこの予

算が付いたのかというと、社会保障費の抑

制になるという理屈である。困っている人の

活動量が増えるだけでなく、運営する側も活

動量が増える、ということである。とはいえ、

自治会側から「やりたい」と言ってこないとな

かなか始められない。 

 函南町は、色々な移動支援が各地で始まっ

ているのが特徴で、運営主体も補助金もバ

ラバラである。地区ごとにニーズが違うので、

しっかり地区ごとに話し合った。函南町では、

誰がいつまでに何をするか決めていく「ロジ

ックモデル」という仕組みがある。 

（防府市） 

 当市では第２層協議体があまり活発ではな

いので、ぜひ参考にしたい。 

 当市の第２層協議体は、問題が明確になっ

たときだけ開催する形になっている。そのた

め、市民の困り事を掘り起こすような場には

なっていない。 

（移動ネット 伊藤） 

 ニーズを誰が最初に把握するのかが大事だ。

防府市は地域ケア会議がきっかけで、直接

課題を感じた構成メンバーが「幸せます健康

くらぶ」などを立ち上げたと思う。 

 移動の問題は、地域と専門職が関わるのに

良いテーマである。そうした関わり方はどの

ようになっているか。 

（防府市） 
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 当市では通所 C を中心に総合事業を組み

立てているため、事業者自身で家まで迎え

に行くのが基本となっている。今年度、訪問

型の短期集中を始めようとしているが、そこ

でリハ職が地域に出ていくので、その中で地

域のニーズ把握が広がると期待している。 

（移動ネット 伊藤） 

 大分県のある市の社会福祉協議会が主催し

た勉強会で、住民が50 人ほど集まっていた。

その中で、ケアマネやリハ職が「こういうこと

は我々ができないが、地域にとって必要だ」

という話をされていた。専門職が感じる課題

の切実さが住民に伝わったようだ。 

 専門職は色々な経験があるので、メンバー

を変えてエピソードを話してもらうと、住民に

とっても色々な気付きがあると思う。 

（MURC 鈴木） 

 支え合い活動も変化していくと思うので、最

初から移動支援だけに焦点を当てる必要は

ない。地域のニーズは生活支援を行う団体

に集まることも多いので、まずは何かしら活

動があることが重要だろう。そうなると、徐々

に移動支援の話も出てくると思う。 

（移動ネット 伊藤） 

 訪問 B の団体はどのくらいあるのか？ 

（防府市） 

 ７団体あって、１団体のみ通院・買い物付き

添いをしている。そのため、生活支援の団体

に提案しても良いと思った。 

（移動ネット 伊藤） 

 移動支援については、車両や保険のハード

ルがあって手が付いていない団体も多い。

そこを後押しできると良いかもしれない。 

（IHEP 服部） 

 個別に地域を見ていく事は大事で、仕組み

から入ってはいけない。JC（自立支援コーデ

ィネーター）や第二層 SC 等にニーズを聞く

ことから始めてほしい。 

 防府市には、市として目指す姿があると思う

ので、体力が落ちた人を元に戻すために、多

様な人の力を借りたいということを示してか

ら始めると良い。 

（防府市） 

 今回お話を聞いて、ニーズ調査から始めて、

協議会の場で共有して機運を盛り上げたい

と思った。 

 ところで、ボランティアへの謝礼・ボランティ

アポイントについて教えてほしい。 

（IHEP 服部） 

 ボランティアポイントをやってないのであれ

ば、ぜひ始めたら良いと思う。 

 八王子市では、ポイントの管理のしやすさな

ど踏まえ、75 歳以上でもスマホが使えるか

を確認して「てくポ」というアプリを導入した。

サロンを増やすよりも利用者が多いし、効果

も可視化しやすい。 

（移動ネット 伊藤） 

 ボランティアポイントを導入している自治体

では、年間上限 5,000 円くらいが多いが、

そうなると移動支援では少ない印象を与え

る。大阪市では 1 回 600 円とするなど、メニ

ューで分けて移動支援を高めの設定にして

おり、そうした自治体も増えている。 

 社会通念上、有償ボランティアは最低賃金

の 8 割程度以下とされているので、それをイ

メージすると良い。 

 団体にとってはボランティアポイントよりも現

金の方が手間は少ないと思うが、市の施策

として裾野を広げるには良いと思う。 

（IHEP 服部） 

 「ハイリスクアプローチ」と「ポピュレーション

アプローチ」がある。サロンを増やすことは、

「体操が好きな女性」が多くなるため、ポピュ

レーションアプローチとは言えない。効果を

市全体に広げていくためには色々な人に使

えることが重要で、ボランティアポイントが有

効という理屈である。 
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第 6 章 セミナーの開催 

１ セミナーの目的 

中国四国厚生局管内の地方自治体、社会福祉協議会、社会福祉法人などを対象とした移動支援セミナー

を開催した。セミナーは、本事業での取組成果の報告を含め、主に以下のような目的で開催した。 

 

· 高齢者等の移動支援の仕組みづくりを進める上で必要な制度や支援措置等について、厚生労働省の

施策はもとより、関係省庁の施策も含めて理解を深めていただくこと 

· 移動支援の仕組みづくりに取り組んでいる自治体の取組事例の紹介を通じて、他の自治体における施

策の推進に活かしていただくこと 

· 自治体の高齢介護・福祉担当部門と公共交通担当部門等の間の連携を深めること 

 
また、本セミナーについては、開催の目的を踏まえ自治体の介護・福祉担当部門に加え、公共交通部門の

担当者にも参加の案内を行われ、中国運輸局交通政策部の交通企画課長から「地域交通施策と介護・福祉

分野における連携」について講演をいただくとともに、中国四国厚生局長からも自治体の介護・福祉と公共

交通の部門間の連携等、分野を越えた連携・協働の推進を期待する旨の挨拶が行われた。 

 
 
２ セミナーの開催概要 

■ 開催日時：令和７年３月1３日（木） 13：00～16:00 

■ 対象地域：中国四国厚生局管内 （鳥取・島根・岡山・広島・山口） 

■ 対  象：都道府県・市町村の高齢介護・福祉担当・公共交通担当、生活支援コーディネーターなど 

        社会福祉協議会、その他地域で移動支援を行う団体など 

■ 参加方法：Zoom 

■ 受 講 料：無料 
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図表 6-1 当日のプログラム ※当日の資料は資料編に掲載 

 
 
 
３ アンケート調査結果 

 本セミナーについては、124 名の方からお申込みをいただいた。 

 セミナー開催後のアンケート調査の結果は、以下の通りであった。 

 
■ 本日のセミナーの総合的な満足度について、ご回答ください。 

 
 
■ 本日のセミナーの内容は、今後の業務や取組の役に立つと感じましたか？ 

 
 
 
  

スピーカー内 容時 間
厚生労働省 中国四国厚生局
局長 依田 泰氏

開会13：00～13：05

株式会社日本能率協会総合研究所
社会イノベーション研究事業本部
福祉・医療・労働政策研究部 主幹研究員 服部真治氏

「地方自治体における介護予防の取組と移動支援」
第１部 基調講演

（13：05～13：35）

三菱UFJリサーチ＆コンサルティング株式会社
政策研究事業本部 社会政策部
部長 主任研究員 鈴木俊之 氏

総合事業を活用した移動支援に係る制度等と取組の

立上プロセスについて

第２部 講演

（13：35～14：00）

岡山県岡山市保健福祉局 高齢福祉部 地域包括ケア推進課
窪田美智恵氏

（事例紹介１）

「おでかけ応援隊事業について」第３部 地方自治体に
おける取組事例の紹介

（14：00～14：15）
（14：15～14：30）
（14：30～14：45）

広島県三原市 保健福祉部 高齢者福祉課
砂田真由美氏

（事例紹介２）

「三原市における移動支援の取組」

広島県 神石郡 神石高原町 福祉課
野田康文氏

（事例紹介３）

「高齢者の社会参加に係る移動支援事業」

休憩

NPO法人全国移動サービスネットワーク
事務局長 伊藤みどり氏

（情報提供）
「国の補助制度等を活用した移動支援の取組事例」

第４部 講演及び
情報提供

（15：05～15：25）
（15：25～15：50）

国土交通省 中国運輸局 交通政策部 交通企画課
課長 鎌田隆聖氏

（講演）
「地域交通施策と介護・福祉分野における連携について」

質疑応答（15：50～15：55）

閉会（15：55～16：00）

とても、良かった 20 35.1%

良かった 34 59.6%

どちらともいえない 3 5.3%

総計 57 100.0%

とても、役に立つと感じた 45 78.9%

どちらともいえない 12 21.1%

あまり、役に立たないと感じた 0 0.0%

総計 57 100.0%



 

 
 
 
 
 
  



 

 
 

資料編 

 

 

（セミナー資料） 

 
■ 地方自治体における介護予防の取組と移動支援     （P.1） 

 株式会社日本能率協会総合研究所 

社会イノベーション研究事業本部 福祉・医療・労働政策研究部 主幹研究員 服部真治氏 

 

■ 総合事業を活用した移動支援に係る制度等と取組の立上プロセスについて  （P.15） 

 三菱UFJ リサーチ＆コンサルティング㈱ 政策研究事業本部 

 社会政策部 部長 主任研究員  鈴木 俊之 氏 

 

■ おでかけ応援隊事業について       （P.30） 

 岡山県岡山市保健福祉局 

高齢福祉部 地域包括ケア推進課 窪田美智恵氏 

 

■ 三原市における移動支援の取組      （P.35） 

 広島県三原市 

保健福祉部 高齢者福祉課 砂田真由美氏 

 

■ 高齢者の社会参加に係る移動支援事業      （P.43） 

 広島県神石郡神石高原町 

福祉課 野田康文氏 

 

■ 国の補助制度等を活用した移動支援の取組事例     （P.54） 

 NPO 法人 全国移動サービスネットワーク 

事務局長 伊藤みどり 氏 

 
■ 地域交通施策と介護・福祉分野における連携について    （P.64） 

 国土交通省中国運輸局 

交通政策部 交通企画課 課長 鎌田隆聖氏 
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